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令 和 ７  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和７年３月11日 (火曜日)  

　開　会　　午前10時１分 

　散　会　　午後４時55分 

　場　所　　第１委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和７年度沖縄県一般会計予

 算（商工労働部及び文化観光

  スポーツ部所管分）

 　２　甲第３号議案 令和７年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計予

  算

　３　甲第４号議案 令和７年度沖縄県中小企業振

  興資金特別会計予算

　４　甲第11号議案 令和７年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　５　甲第13号議案 令和７年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計予算

　６　甲第14号議案 令和７年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員 

　委 員 長　新　垣　淑　豊 

　副委員長　次呂久　成　崇 

　委　　員　仲　村　家　治　　座　波　　　一 

　　　　　　大　浜　一　郎　　儀　保　　　唯 

　　　　　　上　原　快　佐　　上　原　　　章 

　　　　　　瀬　長　美佐雄　　當　間　盛　夫 

　　　　　※儀保唯委員はオンライン出席 

欠席委員 

 なし

説明した者の職・氏名 

　商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享 

　　産 業 政 策 課 長　　金　城　睦　也 

　　産 業 政 策 課　　瑞慶覧　桂　太
 

　　エネルギー政策推進監　 

 

    グローバルマーケット　　島　袋　秀　樹
 

　　戦 略 課 長　 

　　も の づ く り 振 興 課 長　　座喜味　　　肇 

　　中 小 企 業 支 援 課 長　　松　本　　　一 

    企 業 立 地 推 進 課 長　　冨　澤　正　紀 

　　企 業 立 地 推 進 課 主 幹　　眞喜志　政　規 

　　Ｉ Ｔ イ ノ ベ ー シ ョ ン　　宮　国　順　英
 

　　推 進 課 長　 

　　雇 用 政 策 課 長　　高宮城　邦　子 

　　労 働 政 策 課 長　　前　原　秀　規 

　文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部長　　諸見里　　　真 

　　観 光 政 策 課 長　　大　城　清　剛 

　　観 光 振 興 課 長　　山　川　　　優 

　　Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長　　小　浜　守　善 

　　文 化 振 興 課 長　　佐和田　勇　人 

　　文化振興課しまくとぅば　　翁　長　富士男
 

　　普 及 推 進 室 長　 

　　空 手 振 興 課 長　　桃　原　直　子 

　　ス ポ ー ツ 振 興 課 長　　宮　城　直　人 

　　交 流 推 進 課 長　　仲　村　卓　之 
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○新垣淑豊委員長　ただいまから、経済労働委員会

 を開会いたします。

本日は、儀保唯委員からオンライン出席の申出が

あり、委員長として出席を許可したことを御報告い

 たします。

○儀保唯委員　はい。 

○新垣淑豊委員長　オンラインでの出席を確認いた

 しました。

本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光

 スポーツ部長の出席を求めております。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第３号議案、甲第４号議

案、甲第11号議案、甲第13号議案及び甲第14号議案

 の６件を一括して議題といたします。

まず初めに、商工労働部長から商工労働部関係予

 算の概要の説明を求めます。

 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長　委員の皆様、おはようござ

 います。

                                                                               　　

経済労働委員会記録（第４号）
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 本日はよろしくお願いいたします。

それでは、商工労働部に係る令和７年度の一般会

計及び特別会計歳入歳出予算について、タブレット

に掲載されております、令和７年度当初予算説明資

料、商工労働部（抜粋版）により概要を御説明いた

 します。

お時間、およそ10分弱ぐらいいただきたいと思い

 ますので、よろしくお願いいたします。

 まず、３ページを御覧いただきたいと思います。

こちらは、県全体の令和７年度一般会計部局別歳

 出予算となっております。

 表の中段、太枠線の欄を御覧ください。

商工労働部の令和７年度予算額は763億8841万

3000円を計上しており、県の合計額に占める構成比

 は8.6％となっております。

 ４ページを御覧ください。

商工労働部の令和７年度一般会計歳入予算の概要

 について、款別に御説明いたします。

表の左側の令和７年度予算額について、商工労働

 部の予算額を太枠線で囲っております。

まず、９の使用料及び手数料は16億1755万7000円

 となっております。

表の右側に主な内訳を記載しておりますが、沖縄

ＩＴ津梁パーク企業集積施設使用料等や電気工事士

 法関係手数料等によるものです。

10の国庫支出金は45億9875万9000円で、沖縄振興

特別推進交付金、職業訓練費等や職業訓練等委託金

 等によるものです。

11の財産収入は８億3768万7000円で、財産貸付け

収入、利子及び配当金、財産売払い収入によるもの

 です。

 ５ページをお願いします。

13の繰入金は9171万3000円で、新型コロナウイル

ス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金、小規

模企業者等設備導入資金特別会計からの繰入金によ

 るものです。

15の諸収入は622億7693万9000円で、中小企業振興

 資金貸付金元金収入等などによるものです。

16の県債は2760万円で、職業能力開発校整備事業

 によるものです。

 合計欄を御覧いただきたいと思います。

商工労働部一般会計の歳入予算は、総額が694億

5025万5000円で、前年度の707億9828万6000円と比較

すると、13億4803万1000円の減、率にすると1.9％の

 減となっております。

歳入予算減の主な理由としましては、いわゆるゼ

ロゼロ融資の返済が進んだことに伴う預託金の減な

どにより、15の諸収入の中小企業振興資金貸付金元

 金収入が減少することによるものです。

 ６ページをお願いします。

次に、商工労働部の令和７年度一般会計歳出予算

 の概要について、款別に御説明いたします。

表の左側の令和７年度予算額について、商工労働

 部の予算額を太枠線で囲っております。

５の労働費は25億5463万3000円で、前年度の23億

9399万9000円と比較すると１億6063万4000円の増、

 率にすると6.7％の増となっております。

増の主な要因は公共職業能力開発事業費の増によ

 るものです。

次に、７の商工費は737億9982万9000円で、前年度

の756億8173万円と比較すると18億8190万1000円の

 減、率にすると2.5％の減となっております。

次に、13の諸支出金は3395万1000円で、前年度の

3395万2000円と比較すると、1000円の減となってお

 ります。

 合計欄を御覧ください。

商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が763億

8841万3000円で、前年度の781億968万1000円と比較

すると、17億2126万8000円の減、率にすると2.2％の

 減となっております。

歳出予算減の主な要因は、県単融資事業において、

ゼロゼロ融資など、コロナ禍から続いていた各種資

金繰り支援がコロナ禍前の水準に戻ったことによる

 ものです。

 一般会計歳入歳出予算の概要は以上となります。

次に、商工労働部所管の５つの特別会計について

 御説明いたします。

 ７ページを御覧ください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計は、独立行

政法人中小企業基盤整備機構と協調して実施する中

小企業高度化資金貸付事業に要する経費となってお

 ります。

 表の左下の部分、歳出の合計欄を御覧ください。

令和７年度の歳入歳出予算額は１億7188万9000円

で、前年度の１億3838万3000円と比較すると3350万

6000円の増、率にすると24.2％の増となっておりま

 す。

増となった主な要因は、中小企業基盤整備機構か

らの高度化資金借入金に対する償還金の増によるも

 のです。

 ８ページを御覧ください。

中小企業振興資金特別会計は、公益財団法人沖縄
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県産業振興公社が実施する中小企業機械類貸付事業

に必要な資金の、同公社に対する貸付け等に要する

 経費となっております。

令和７年度の歳入歳出予算額は３億5013万5000円

 で、前年度予算額と同額となっております。

 ９ページを御覧ください。

中城湾港新港地区臨海部土地造成事業特別会計は、

中城湾港（新港地区）の土地の管理及び分譲に要す

 る経費となっております。

令和７年度の歳入歳出予算額は１億6722万5000円

で、前年度の１億4884万5000円と比較すると1838万

 円の増、率にすると12.3％の増となっております。

増となった主な要因は、分譲用地の整地作業に係

 る委託料の増によるものです。

 10ページをお願いします。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計は、

当地区の運営に要する経費や当地区施設建設資金借

 入金の償還等に要する経費となっております。

令和７年度の歳入歳出予算額は３億3841万7000円

で、前年度の３億3884万9000円と比較すると43万

2000円の減、率にすると0.1％の減となっております。 

減となった主な要因は、入居企業減に伴う光熱水

 費の減によるものです。

 11ページを御覧ください。

産業振興基金特別会計は、沖縄県産業の技術革新、

高度情報化、国際化等への適切かつ円滑な対応を促

進し、もって産業振興を図るための事業に要する経

 費となっております。

令和７年度の歳入歳出予算額は１億4161万2000円

となっており、前年度の１億2349万1000円と比較す

ると、1812万1000円の増、率にすると14.7％の増と

 なっております。

増となった主な要因は、産業振興基金事業補助金

 の増によるものです。

以上で、商工労働部の令和７年度一般会計及び特

 別会計予算の概要説明を終わります。

 御審査のほどよろしくお願いいたします。

○新垣淑豊委員長　商工労働部長の説明は終わりま

 した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

 る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に、質疑の際にその旨を発言

することとし、本日の質疑終了後に協議いたします。 

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い重複することがない

 よう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当するページを表示し、質疑を行うようお願いい

 たします。

 休憩します。

　　（休憩中に、質疑時間の譲渡等の確認があり、

　　　　儀保委員から質疑を取り下げる旨、発言が

　　　　あった。） 

○新垣淑豊委員長　再開いたします。 

　それでは、これより直ちに商工労働部に係る甲第

１号議案、甲第３号議案、甲第４号議案、甲第11号

議案、甲第13号議案及び甲第14号議案に対する質疑

 を行います。

 上原快佐委員。　

○上原快佐委員　おはようございます。よろしくお

 願いします。

まず、全体の数字なんですけれども、今年度に比

べて次年度が2.2％減になっておりますけれども、先

ほどの説明だとゼロゼロ融資の影響であったりだと

か、あとコロナ禍前の水準に戻ったということです

けれども、これによって一応2.2％減ということで、

他の様々な事業について影響はあるのかどうかとい

 うのをお伺いいたします。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

商工労働部におきましては、来年度予算編成に当

たって、予算要求に当たっての対応方針を定めて事

業のスクラップアンドビルドの考えの下、稼ぐ力の

強化を含め、各種重点項目に対する事業を検討して、

 当初予算として計上したところであります。

当部としましては、必要な予算を一定程度確保で

 きたものと考えております。

 以上です。

○上原快佐委員　一定程度確保をしたということで、

今年度と比べて特に影響はないという理解でよろし

 いですか。

○金城睦也産業政策課長　一定程度予算を確保した

 ということでよろしくお願いします。

○上原快佐委員　ありがとうございます。 

次に、個々の事業についてですけれども、この令

和７年度で様々な新規事業、また拡充事業等があり
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ますけれども、令和７年の２月補正でも計上されて

おりましたが、電気・ＬＰガス価格高騰対策事業で

すけれども、新規事業ということで、５億8900万円

が計上されておりますが、これの概要を教えてもら

 えますか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　お

 答えいたします。

事業の概要ということでございますが、国の一律

支援の対象とならない、特別高圧契約の受電契約者

及びＬＰガス受給契約者に対する負担軽減を図るた

 めの支援を実施する事業でございます。

令和７年度当初予算につきましては、ＬＰガス料

金支援における４月から６月分の値引きに要する経

 費を計上しております。

具体的な内容としましては、月額支援単価を300円

としまして、２月補正にて計上している１月から３月

分と通算した６か月を乗じて一戸当たり最大1800円

 の値引き支援を実施するものでございます。

 以上でございます。

○上原快佐委員　ありがとうございます。 

実際にはどれぐらいの企業数というか、契約者が

 対象になるという数字自体はありますか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　本

事業、ＬＰガスに関してですけれども、県内のＬＰ

ガス小売事業者を通じて支援をすることとなってお

りまして、県内のＬＰガス小売事業者については

 230社という形になります。

各家庭については申請不要でございますけれども、

値引き対象戸数につきましては56万戸となっており

 ます。

 以上でございます。

○上原快佐委員　この支援によって、非常に事業者

であったり、一般の方でもそうですけれども、生活

の面で非常に助かっていると思うんですが、具体的

にどういったニーズがあって、この事業を新規事業

として、今回、事業をつくったのかということをお

 伺いできますか。

 どういった要望があってというところですね。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　こ

のたび、国のほうで物価高騰対策ということで総合

 経済対策がなされました。

その中で、国の奨励メニューということで電気料

金、それからガス料金の支援について記載がありま

したので、我々としましては、県内の物価高騰対策

を広く行うという意味で、国の支援は低圧、高圧の

受電契約者の支援と、都市ガスの支援が国の対象と

なっているんですけれども、それの対象とならない

特別高圧の電気料金支援、それからＬＰガス支援を

 行うものとなっております。

 以上でございます。

○上原快佐委員　非常にこれは県民にとってもかな

り有効な事業だと思いますので、引き続き頑張って

 いただきたいと思います。

続いて、ＵＩＪターン就職・転職活動交通費支援

事業ですけれども、これも新規事業なんですが、こ

れは実際どういったニーズがあって、この事業を始

めようとしているのかということと、あとこれは45歳

未満に区切っていますけれども、その理由。また、

これはもともと沖縄に住んでいた方を対象にするも

の、要は沖縄出身者を対象にしているものなのか、

 ちょっと事業内容を教えていただけますか。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

まず、この事業の概要でございますけれども、県

外在住者の県内就職を促進し、県内企業の人材確保

 を図るということを目的にしております。

県内での就職活動に係る交通費等を補助するメ

 ニューとなってございます。

ニーズでございますけれども、今、委員御承知の

とおり、県内、非常に人手不足の状況にございます。 

そういったことを踏まえまして、年間230名を目標

 にＵＩＪを促すということとしております。

　なぜ45歳で区切るのかということについてですけ

れども、本事業で制度設計として九州各県を参考に

 しております。

その中で、学生に限定した県というのが３県、45歳

未満が１県、年齢制限なしが３県となってございま

 した。

ただ、本県に照らしてみますと、県内で中長期的

な労働力の確保という意味合いから45歳とさせてい

 ただいております。

参考までに、県内労働者の平均年齢というのが

43.8歳となっておりましたので、45歳未満というこ

 とで決めさせていただいております。

 以上でございます。

○上原快佐委員　就職の面接というか、就職活動に

おいても、年齢制限とか特にないところが結構多い

中で、この45歳という年齢で区切るのが、ちょっと

合理的な理由がなかなか分からない、疑問だなとい

うのはありますので、今回初めて新しくやりますの

で、今後そういったニーズ、もしかしたら45歳以上

の方でも、県内に就職をしたいという方もいるかも

しれないので、これは中長期的に見て見直しが必要
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であれば、見直ししたほうがいいのかなというふう

 に思います。

 ちょっと見解をお伺いします。

○高宮城邦子雇用政策課長　委員おっしゃいますよ

うに、この事業は新規で、我々も初めて上程する事

業でございますので、その辺りはこのニーズを確認

しながら見直すところは見直してというふうに考え

 てございます。

 以上でございます。

○上原快佐委員　あと、今回この事業においては、

どの産業分野とかというのが、これを見るだけでは

ちょっと分からないんですけれども、文化観光スポー

ツ部では観光人材確保支援事業ということで、これ

は観光人材に絞った形になるんですけれど、こういっ

た事業があるということは、商工労働部さんで、こ

の新規でやっているものに関しては、この観光分野

を除いた形での就職活動の支援ということになるん

 でしょうか。

○高宮城邦子雇用政策課長　まず、この対象でござ

いますけれども、官公庁は除くんですけれども、産

業分野での制限というのは今設けない予定としてお

 ります。

委員おっしゃいますように、交通費の支給の有無

ですとか、支給内容を確認した上で、類似事業との

重複がないように補助をしていきたいというふうに

 考えております。

いろんなテーマが出てくるんでしょうけれども、

少なくとも観光で実施していらっしゃるので、そこ

との情報の共有等々をしながら、重複がないような

制度設計にしていきたいというふうに考えておりま

 す。

 以上です。

○上原快佐委員　非常にこの事業はいい事業だと思

うんですけれども、実際、定着率等々課題が今後出

てくると思うんですが、そこら辺は追跡をしっかり

 していくという認識でよろしいですか。

○高宮城邦子雇用政策課長　追跡もしてまいりたい

 と考えております。

 以上です。

○上原快佐委員　ありがとうございます。 

ぜひ効果的な事業になるように頑張っていただき

 たいと思います。

続いて、島しょ型エネルギー社会基盤構築事業に

 ついての概要をお願いします。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　お

 答えいたします。

本事業は、沖縄県クリーンエネルギー・イニシア

ティブで掲げた、再生可能エネルギー電源比率及び

エネルギー自給率の向上に向けて、クリーンエネル

ギーの導入拡大の推進を目的として実施していると

 ころです。

内容としましては、再生可能エネルギー導入支援

や、クリーンエネルギー導入拡大に向けた可能性調

査及び海外との技術交流に係る取組を実施するもの

 となっております。

 以上でございます。

○上原快佐委員　この事業というのは拡張事業です

けれども、これは実際調査した後、どういった形で

クリーンエネルギーを導入していくのかということ

 を教えていただけますか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　実

際の事例で申し上げますけれども、例えば波照間島

において、平成28年から令和３年度にかけて可倒式

風車と蓄電池とモーター発電を組み合わせて実証事

 業を行ったところでございます。

それによって事業成果としては、波照間島におい

て、令和２年度に約10日間の再エネ100％の運転がで

 きたというような実証があります。

この事業の実証を基に、可倒式風力発電設備につ

いては、県内の４か所、計７基、今設置されている

 状況となっております。

 以上でございます。

○上原快佐委員　今、実証実験の結果からもあるよ

うに、特に小規模離島においては停電とかが台風の

 影響で非常に深刻な部分がやはりあります。

これは小規模離島を特に優先してやるような、そ

 ういう考えというのはあるんですか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　お

 答えいたします。

県内の離島におきましては、市場規模が小さいこ

とや輸送コストがかさむなど構造的不利性がありま

して、再エネの導入が進みにくい状況がございます。 

このため、現在県では、本島と電力系統がつながっ

ていない離島を対象に、太陽光発電設備の導入支援

を実施しているところでございまして、現在、宮古

島、伊良部島、来間島、久米島、石垣島、西表島、

 ６離島で展開しているところでございます。

県としましては、再エネ関連事業者との意見交換

や、新たな事業者の探索等を通じて、離島における

地域の拡大を含めた、さらなる太陽光発電設備の導

入に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。
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○上原快佐委員　ありがとうございます。 

 以上です。

○新垣淑豊委員長　次呂久成祟議員。 

○次呂久成崇委員　すみません、よろしくお願いし

 ます。

資料のほうは３の３、当初予算案の説明資料のほ

 うから行きたいと思います。

こちらの８ページになりますけれども、⑤の高付

加価値・グローバル展開加速化事業について伺いま

 す。

この事業の取り組んでいる内容ですね、県産品の

高付加価値化による販路拡大につながる取組を実施

というふうにあるんですけれども、この具体的な内

 容について伺いたいと思います。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 します。

本事業は、今、御説明いただいたように県内企業

のグローバルな市場への展開を推進するために、県

産品の高付加価値化とブランド化による販路拡大を

 進めるものです。

今、具体的に何をしているのかという話でしたの

 で、令和６年度の取組を説明させていただきます。

令和６年度は、香港とシンガポールにおいて黒糖、

シークヮーサー、モズク、クルマエビ、マグロなど

の県産品を、現地のコーディネーターを通じまして、

いわゆるその星つきと言われるような飲食店にアプ

 ローチするなどの取組を実施しています。

さらに具体的には、その飲食店における県産品の

導入に向けたシェフ等へのサンプルの提供でありま

すとか、試作メニューの開発、県産の素材を活用し

た沖縄フェアの開催、食材の商談会、あるいはレス

トランのシェフを沖縄に招聘して産地を回ってもら

 うというような取組を行っております。

その結果、30店舗以上において、沖縄県産の食材

の導入が決定されるというような成果が上がってお

 ります。

 以上です。

○次呂久成崇委員　この事業で展開していくという

のは、主に食材というふうに考えてよろしいんです

 か。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　主に食

 材、そして飲料ですね。

 以上です。

○次呂久成崇委員　今年度、６年度からスタートし

た事業なんですけれども、それでまた3000万ほどの

増額というふうになっているんですけれども、これ

はこの取組の中で、やっぱり一定の成果・効果とい

うものがあったと手応えを感じたから、さらに増額

をして今後また取り組むというふうに認識してよろ

 しいんでしょうか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　今御説

明いただいたように、令和６年度9750万であったも

のが現在、令和７年度の予算のほうには１億2578万

 5000円で計上させていただいております。

今申し上げました香港とシンガポールでの、いわ

ゆる飲食店を使ったプロモーション、県産食材の認

知度向上とかブランド化、それは非常に効果があっ

 たという認識でございます。

それを、これまでのアジアを中心とした海外だけ

ではなくて、それに加えて国内の市場向けの取組も

拡充していきたいということで予算を拡充しており

 ます。

 以上です。

○次呂久成崇委員　今年度はこの香港、シンガポー

ル、そして先ほど課長がおっしゃいましたが、次年

度は国内のほうもということなんですけれども、こ

の次年度はこの香港、シンガポール以外の海外のほ

うと、また国内のほうは具体的にどこというふうに

 あるんでしょうか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　あの具

体的な市場をどこにするかというのは、この事業に

関してはこれから公募をかけさせていただいて、そ

の提案を見てということになりますけれども、想定

しているのは、やはり香港とシンガポールは非常に

出ていますので、県産の物、あと輸入の規制も含め

 てですね。

それとプラス国内は当然、東京、大阪をはじめと

した大都市ということになります。あのお店で使わ

れている食材ということになると、その波及効果も

 高いので、そういう大都市中心になると思います。

あと海外ではアジアもそうですけれども、できれ

ば北米というのも入ってくるのかなと思っています。 

ただ、提案次第ということで、それを審査させて

 いただくということで予定しています。

 以上です。

○次呂久成崇委員　海外、そして国内でその展開を

して、それがまた逆に沖縄に戻ってくるというか、

来る集客ですね、観光で言えば改めて外でやること

によって、またそれを実際に沖縄で求めてくるとい

うようなところも連携していくべきかなというふう

に思っているんですが、その取組というのはあるん

 でしょうか。
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○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　この事

業自体は、県産の物を外に出すということを主な目

 的にしています。

ただし、その中で県産食材のブランド化というこ

 とが非常に大事になってきます。

我々は沖縄ブランド戦略というものも策定して、

それを事業者、県民の皆さんにも広く理解していた

だいてという中で、当然、観光地としての沖縄の強

さを生かした、この事業に関してもその観光地とし

ての沖縄の知名度、魅力を生かした形で外に売って

 いくと。

当然、逆に、逆輸入といいますか、インバウンド、

国内観光客も含めて、新しいＰＲ、これまで以上の

 ＰＲができればいいなとは思っています。

そこは観光でありますとか、農林水産部とも連携

 して取り組んでまいりたいと思います。

 以上です。

○次呂久成崇委員　ぜひ連携した取組をお願いした

 いなと思います。

次のページになるんですけれど、９ページの県単

 融資事業について伺いたいと思います。

こちらの事業、まず、これまでの実績等について

 お聞きしたいと思います。

 実績と成果についてお願いいたします。

○松本一中小企業支援課長　お答えいたします。 

県では、金融機関に融資の原資となる資金を預け

入れ、これに金融機関の資金を加えた協調融資とし

て、県信用保証協会等とも連携しながら、県融資制

度として、各種基金を設置し、中小企業者の資金繰

 り支援を行っているところです。

融資実績につきましては、昭和47年度の制度開始

から令和６年12月末までの間、７万5641件、約6798億

 5500万円の融資を行っているところです。

令和６年度における融資実績につきましては、令

和６年12月末時点で2188件、約260億2900万円となっ

 ているところでございます。

 以上です。

○次呂久成崇委員　昨今、このコロナ禍、そしてこ

の物価高騰等の影響もあって、やはりこの中小企業

者、かなり厳しい経営状況が続いているということ

なんですけれども、実際にその融資を受けて、それ

でもやはり廃業してしまったとかという、この件数

 というのはあるんでしょうか。

そして、またその保証というのはどうなっている

 んでしょうか。

○松本一中小企業支援課長　お答えいたします。 

コロナ関連融資のほうにつきましては、令和２年

度から融資を行っておりますけれども、１万7099件、

 2723億余りの融資を実行しているところです。

令和６年12月末時点で、保証協会のほうに代位弁

済という形で上がってきている件数が、トータルで

すね652件、63億余りの代位弁済というのが上がって

 いるところです。

ただ、この代位弁済のほうについては、事業を廃

業したということと必ずしもイコールではないもの

ですから、この事業、代位弁済になった後も、返済

をしながら事業を続けているというところも含まれ

ているというところでございまして、倒産の部分に

ついては、例えば東京商工リサーチさんのほうで上

がっているというところにつきましては、この令和

２年から６年12月までの間で、約150件という形に

なっておりますけれども、過去の平成11年ぐらいか

らの平均件数でいくと大体74件ぐらいが平均みたい

なんですが、そこからいくと、この５年間の平均と

いうのを計算していくと、大体373件ぐらいという形

になりますので、先ほど申し上げました150件と比較

すると、223件ぐらい少なくなっているというところ

で、この融資資金繰りの支援の中で成果が上がって

 いると言ってもいいのかとは思っています。

ただ、この経営が厳しくなった企業につきまして

は、稼ぐ力といいますか収益力の向上を図るという

観点から、例えばよろず支援拠点、商工会議所、そ

ういったところとも連携しながら収益力の改善とい

うのを支援をしながら取り組んでいるというところ

で、こちらのほう代位弁済にかかった費用もそうな

んですが、それに至る前の費用についても、早めに

相談をしていただくということにですね、現在取組

 を行っているところでございます。

 以上です。

○次呂久成崇委員　本当にこの融資必要としている

中小企業さん、今のやっぱり物価高騰の影響が多い

と思いますので、ぜひ周知方法等も含めてしっかり

とまた支援していただくようにお願いをして終わり

 たいと思います。

 以上です。

○上原章委員　よろしくお願いします。 

まず同じく資料３の３、10ページの18番、奨学金

返済支援事業についてですが、こちらの内容でこれ

 までの効果を教えてもらえますか。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

奨学金返還支援事業は、県内中小企業における若

年層の人材確保と定着を支援するため、企業が従業
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員に対して行う奨学金返還支援に要する費用の一部

 を補助するものであります。

本事業は、県内中小企業における若年層の人材確

 保と定着を促進する有効な施策と考えております。

本事業を活用した企業へのアンケート調査におい

て、人材の確保、それから従業員のモチベーション

アップ、定着の効果があったというような回答も得

 られております。

また、もう１つの効果といたしましては、令和６年

度の実績が67社となっておりまして、人材に投資す

る企業が増えているというのも、この事業の効果の

 １つとして考えております。

 以上でございます。

○上原章委員　この事業をスタートして何年目です。 

○高宮城邦子雇用政策課長　令和４年度のスタート

になっておりますので、３年目の事業となっており

 ます。

○上原章委員　この３年間でトータルの企業数と、

それから、実際それを活用している数を教えてもら

 えますか。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

複数年の助成となっておりますので、今トータル

 で67社ということになっております。

令和５年度までが33社でございましたので、令和

 ６年度に34社増えたということになります。

 以上です。

○上原章委員　数、活用している方の数。 

○高宮城邦子雇用政策課長　人数といたしましては、

 現時点で295名となっております。

昨年度までの実績が168名でしたので、120名程度

 の増加となっております。

 以上です。

○上原章委員　今回、令和７年度に目標100社430名

目指すということで、ちょっと資料を頂いたんです

が、当初予算も令和６年度より大きく増加もしてい

 る。評価したいと思います。

この事業、非常にすばらしい事業だと思っている

んですが、この月々の返済の２分の１企業が負担し、

御本人が半分、そしてその２分の１を企業と県で持

つということで、この企業の持分の、また所得向上

応援企業認証制度の認証を受けた企業は、またその

うちの半分を企業さんのものを県が持つということ

 として理解はしていますが、いいですか。

○高宮城邦子雇用政策課長　そのとおりでございま

 す。

所得向上認証制度の認証企業さんは、４分の３に

 かさ上げすることにしております。

○上原章委員　先ほどの67社のうち、この４分の３認

 証を受けた企業さんの数は分かりますか。

○高宮城邦子雇用政策課長　約半分の企業となって

おります。27社が所得向上応援認証制度を受けた企

 業となっております。

 以上です。

○上原章委員　私、いろんなその地域地域に、これ

しっかり告知していくのも大事かなと思うんですが、

業種というのも、これは対象業種というのは、中小

企業とは聞きましたけれど、たとえば福祉関係のと

ころも私は必要かなと思っているんですが、そういっ

 たのは今どんな状況ですか。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

対象といたしましては前にもお答えいたしました

けれども、中小企業基本法上の中小企業としており

 まして、医療法人等は対象外となります。

ただ医療法人あるいは、保育ですとかその分野に

つきましては、その担当部局のほうで奨学金に対す

る貸付けの事業を行っておりまして、一定の要件を

クリアすれば、その貸付けの免除が行われるという

仕組みがございますので、そちらを御活用いただく

 という考え方でございます。

 以上です。

○上原章委員　これは、その担当部署であるのは理

解しているんですけれど、今回この皆さんが取り組

んでいるこの沖縄県の、先ほどの医療法人もそうで

すけれど、若い人たちがこの業種、この企業で、ま

た法人で頑張っていきたいと。本当に、先ほどモチ

ベーションを上げていくという、企業から見れば人

材を確保するという、そういう意味ではこの医療関

係とか保育関係、この法人としてのところにも私は

対象を広げるべきだと思っているんですが、何回か

議会でも取り上げているんですが、検討もされてい

 ないんですか。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

委員からの御質問を受けまして、我々も医療福祉

 部門との話合いも行っております。

その中で、やはり医療福祉部門にはそういう制度

があるんですけれども、ほかの産業にはなかなかそ

ういう制度がございませんので、ちょっとそのすみ

分けは今のところ、そのままにさせていただいて、

我々、合同企業説明会であるとか学生さんに対する

ＰＲの機会がございますので、その際に合わせてＰ

Ｒをさせていただくというようなことも考えており

ますので、そういった方面で今話合いをしていると
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 ころでございます。

 以上です。

○上原章委員　先ほど貸付けという言葉を使ってい

ましたけれど、これはもう給付型なんですね、皆さ

 んがやっている事業が。

ですから、そういった福祉部関係ともし意見交換

されたんであれば、実際その事業がどのぐらい給付

型として活用されているのか、そういった数字あり

 ますか。

○高宮城邦子雇用政策課長　医療福祉系のものを貸

付けではあるんですけれども、例えばその業界で５年

 勤めれば免除される。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、上原委員より免除の数を把握し

　　　　ているか聞きたい旨説明があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

○高宮城邦子雇用政策課長　その数までは把握をし

ておりませんので、またこの後、意見交換の際に確

 認をさせていただこうと思います。

 以上でございます。

○上原章委員　ぜひ、私いろんな関係者とも話すと、

この県がやっている奨学金返還支援制度、これ本当

に多くの、特に若い方々が社会に入って、もう即返

済をするという、こういった負担が大きくて、まし

てや今、介護施設とか福祉施設で頑張ろうという若

者がどんどんどんどん別の業種に流出していく、こ

れをどう止めるかというのも非常に大きな課題なん

で、ぜひ沖縄の労働、若者のそういった本当に定着

も含めて、ちょっと御検討いただきたいと思います。 

もう一点、この67社が今回100社目指すということ

ですが、本島、例えば那覇南部、中部、北部、離島、

特に宮古八重山、そういったのでちょっと内訳はあ

 りますか。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

すみません、少し前になるんですけれども、63社

だったときになりますけれども、沖縄本島北部が

５社、中部が15社、南部が41社、宮古が２社となっ

 ております。

 以上でございます。

○上原章委員　分かりました。 

離島も含めて、しっかり令和７年度100社目指すと

いうことですので、しっかり各地域と連携を取って

 やっていただきたいと思います。

もう一点もう幾つかの質問通告を出したんですが、

21ページの航空機整備基地整備事業。これはＭＲＯ

Ｊａｐａｎが、沖縄でこうやって大きな成果を出し

ているとは思うんですが、今回また新たな事業に取

り組むということですが、この事業のちょっと実績、

 それから新規事業の内容をお聞かせ願えますか。

○冨澤正紀企業立地推進課長　お答えいたします。 

沖縄県が那覇空港内に整備いたしました航空機整

備施設、こちらに、委員おっしゃったＭＲＯＪａｐ

 ａｎが入居いたしております。

同社は機体整備の実績を重ねながら順調に事業規

模を拡大しておりまして、県内の大学、高専、工業

高校などから毎年30名を新卒採用しております。トー

タルで200名を超える県内の雇用を生み出していると

 いう状況がございます。

また、同社は、欧州航空安全庁、これＥＡＳＡと

いいますけれども、こちらの認定を受けまして、航

空機のリース返却整備などの付加価値の高い整備に

 取り組んでおります。

こうした取組を通して、累計で200億円を超える経

済波及効果を生み出しているという成果が上がって

 ございます。

県としましては、こうしたこれらの成果も踏まえ

まして、令和７年度の新規事業といたしまして、機

体整備と親和性のある航空装備品関連企業の誘致検

討に加えまして、より付加価値の高い整備需要を呼

び込んでいくというための基盤となる、格納庫の拡

張整備に向けた調査に取り組むこととしております。 

 以上でございます。

○上原章委員　これはこの新年度9280万円計上され

ていますけれど、最終的にこの事業は、総予算、そ

れから供用開始というのはどういうふうに考えてい

 ますか。

○冨澤正紀企業立地推進課長　整備の見通しでござ

いますけれども、ひとまず来年度の調査事業を通し

まして、新たな施設の規模機能ですとか、あるいは

今後の整備スケジュール、そして詳細な事業費など

 について調査をいたしてまいります。

そうしたものも踏まえて、今後の供用の時期です

とか、整備費というところは見えてこようかと考え

 ております。

 以上でございます。

○上原章委員　最初のこの整備事業でつくられた総

工費と、今回、また新たな事業が展開されるんです

けれど、この費用は原資はどこから来るのかちょっ

 と教えてもらえますか。

○冨澤正紀企業立地推進課長　現在、那覇空港内に

既にございます格納庫でございますが、こちらは平

成25年度から30年度にかけまして、沖縄振興一括交
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付金、ソフト交付金ですね、こちらを財源として整

 備をいたしました。

 事業費は総額で188億円でございます。

今回の格納庫については、まだ今後、調整という

ことになっていくかと思いますけれども、内閣府の

沖縄振興予算の獲得というところを見据えながら、

 検討を進めてまいりたいと考えております。

 以上です。

○上原章委員　ぜひ、これ国との連携がすごく重要

だと思いますので、こういった予算確保の件もしっ

 かりやっていただきたいと思います。

 終わります。

○新垣淑豊委員長　瀬長美佐雄委員。 

○瀬長美佐雄委員　よろしくお願いします。 

商工労働部の予算要求における部の基本的な考え

 方に関して質問したいと思います。

 資料の３の４の15ページについて。

賃上げの定着を進めるということを述べてまして、

直近でどれだけ賃上げがされているという状況なの

 かを伺います。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

今年１月に発表されました県内の民間の調査によ

りますと、県内に本社所在地がある2000社に対して、

これ調査を実施しているところなんですが、こちら

からの回答362社によると、今年度、正社員の賃上げ

を実施した、または実施する予定である企業は79.9％

 であったと聞いております。

 以上となります。

○瀬長美佐雄委員　賃上げを進める必要があるとい

う点では、県としてどのようにそれを引上げていく

 というような取組状況を伺いたいと思います。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

中小企業等の賃上げを実現するためには、企業の

稼ぐ力を強化し、賃上げの原資を確保することが重

 要であると考えております。

そのため県では、企業の稼ぐ力を強化するため、

生産性、収益性の向上に向けた産業ＤＸやイノベー

ションの創出に取り組むとともに、企業連携による

域内経済循環に資するプロジェクトへの補助等を実

 施しております。

また、中小企業等の経営基盤の強化に資する取組

のほか、従業員のリスキリングや、高度人材の育成

確保、適切な価格転嫁と賃上げに係る共同宣言によ

る賃上げに向けた機運の醸成、また所得向上応援企

業認証制度の普及拡大など、各種施策を推進してい

 るところでございます。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　国の制度も活用するという点も

 大事かと思います。

要するに賃上げをやった企業に対する、国の制度

的な支援等々あると思いますが、それの活用状況と

 かは皆さんのほうで掌握されていますか。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

恐らく労働局が実施されている業務改善助成金、

こちらだと思うんですが、大変申し訳ありません、

今、業務改善助成金の償金の利用率、あと数につい

 ては把握しておりません。

○瀬長美佐雄委員　正規雇用化を推進するという事

 業も取り組んでいると思います。

 その取組状況、成果等々について伺います。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

正規雇用化促進事業は、非正規従業員の正社員転

換等を検討しているけれども経営面の課題であると

か、正規雇用に取り組んでいるものの人材確保が課

題の企業に対して、中小企業診断士の専門家派遣を

行うことなどにより、正規雇用を促進するものとい

 う内容の事業でございます。

本事業の成果につきましてですけれども、取組を

開始いたしました平成26年度から令和５年度までの

実績が、支援企業数453社、正規雇用者数、転換も含

めますけれども1209名となっておりまして、雇用の

安定につながっているものというふうに考えており

 ます。

 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員　新年度予算でどういう目標にす

 るのか伺います。

○高宮城邦子雇用政策課長　令和７年度につきまし

ては、専門家派遣の回数を増やそうということで、

微増ではあるんですけれども、41万8000円を増やし

 てございます。

県としましては、正規雇用化のさらなる促進に努

 めてまいりたいと考えております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　賃上げに重要なのは、文字どお

り最低賃金を引き上げるということが重要になると

 思います。

岩手県では物価高騰対策賃上げ支援金という制度

で、実際に県内中小業者の支援を行っているようで

 す。

内容的には１事業者当たり最大で300万円、従業員

１人当たり６万円、１事業所当たり最大50人まで支

 援を行うという制度になっています。
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徳島県では最低賃金改定による激変緩和措置と、

80円ぐらいが上がったということに対して、知事が

それを求めた手前、独自に徳島県では、最低賃金980円

以上に引上げた中小企業を対象に、正規雇用労働者

１人当たり５万円、非正規雇用者は１人当たり３万

円、１事業者当たり最大50万円の一時金を支給する

 という徳島県の賃上げ支援事業が始まるようです。

これを参考に、沖縄県独自にも、所得が最も全国

に比べて低いという点で言えば、県独自のそういっ

た支援をやるということが効果的だし、社会保険料

の負担が重いという点でも、やっぱりそういった直

接的な賃上げに対する国の制度としても求めるべき

 だと思いますが、見解を伺います。

○高宮城邦子雇用政策課長　中小企業等の賃上げ実

現ということでは、まずは企業の稼ぐ力の強化とい

うのは重要かと考えておりますけれども、他県が実

施し始めております、この中小企業の賃上げ支援策

の創設ということにつきましては、その取組なども

参考にしながら研究してまいりたいと考えておりま

して、先頃も経済団体であるとか、あと我々県とで

 意見交換などを始めたところでございます。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ぜひよろしくお願いします。 

あと、沖縄型スタートアップ拠点化推進事業、新

規で掲げていますが、スタートアップ創業支援事業

であったり、スタートアップ・エコシステム構築支

援事業が行われてきましたが、その事業概要と効果

 ・成果が上がっているのであればお願いします。

○金城睦也産業政策課長　まずスタートアップ創業

支援事業ですが、本事業は創業の際のワンストップ

相談窓口を整備して、法人設立の際に必要となる経

費を補助するなど、創業段階のスタートアップに対

 する支援を実施するものとなっております。

このため県では、スタートアップの創業に向けた

相談業務や、各種手続を総合的に行う創業ワンストッ

プセンターを令和５年９月に那覇市内に開設したと

 ころであります。

本事業を通じて、新たな産業の創出や、様々な社

会課題解決を牽引する起業家人材やスタートアップ

の育成・輩出を促進していきたいと考えております。 

続きまして、スタートアップ・エコシステム構築

支援事業ですが、本事業はスタートアップ・エコシ

ステム・コンソーシアムの運営のほか、スタートアッ

プに対して、ビジネスコンテストの開催や投資家等

とのマッチング支援、資金調達のサポートなど、幅

 広い支援を実施するものとなっております。

本事業を通じて、革新的な技術や新しい価値を提

供するスタートアップを継続的に輩出し、短期間で

成長する仕組みや環境を整備していきたいと考えて

 おります。

最後に、沖縄型スタートアップ拠点化推進事業、

新規事業になりますが、本事業は海外展開を目指す

県内スタートアップの現地での商談やネットワーク

構築に向けた支援を行うほか、外国人起業家が、県

内に進出しやすい環境づくり等に取り組むものと

 なっております。

本事業を通じて、沖縄がアジアにおけるスタート

アップの創出・成長拠点となるよう、グローバルに

活躍するスタートアップを創出し、短期間で成長さ

せる仕組みや、海外企業家等の受入れ環境を整備し

 てまいりたいと考えております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　最後にしますが、グローバル市

場への展開という点で、ワシントン事務所は北米で

の県産品ＰＲを取り組んだという、商工労働部もそ

 こと連携されたのか。

あと、南米ボリビアからの殻物輸入の実現が求め

られていると、現地の県人会の皆様からですが、そ

ういった意味では世界のウチナーンチュのビジネス

ネットワークとも連携して、あるいは台湾を経由さ

せるとか、様々なこの探求で、そういった食料危機

も迫っていますが、そういった観点での取組も、ぜ

ひ研究課題として進めていただきたいと思いますが

 どうでしょうか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 します。

まず、ワシントン事務所との連携の部分での北米

 の県産品のＰＲです。

令和６年９月に、米国での県産品の販路拡大のた

めに、ワシントン駐在と連携しながら、ニューヨー

クの日本食レストラン協会の幹部と面談をセットし

ていただいて、その県産品の販路拡大の可能性につ

いて意見交換を行うなど、これは知事によるトップ

 セールスを実施しております。

今年１月には、知事とニューヨークのレストラン

協会の幹部との面談を踏まえて、１月にニューヨー

クのレストランにおける沖縄の食材を活用した期間

限定ではございますけれども、沖縄フェアの開催に

際して、ワシントン駐在とグローバルマーケット戦

略課の職員とともに、現地でフェアを確認して実施

状況について取組成果をフィードバックするなど、

県産品の米国展開に向けた取組を、本庁のサポート
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 をしていただいているところです。

次に、ＷＵＢとの連携の件ですが、まず、穀物も

そうなんですけれども、物産の輸出あるいは輸入に

関しては、輸送コストあるいは規制の課題もござい

 ます。

そういったことも踏まえて、双方の地域における

市場の把握なども進めながら、実現の可能性につい

 て検討していく必要があると考えております。

県としましては、海外と県内企業、双方のビジネ

スの連携でありますとか、体制づくりに向けて、Ｊ

ＥＴＲＯなどの専門機関の助言もいただきながら、

ＷＵＢとの連携についても研究を進めてまいりたい

 と考えております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございました。 

○新垣淑豊委員長  當間盛夫委員。 

○當間盛夫委員　よろしいでしょうか。 

資料３の３からなんですが、まずこの電気・ＬＰ

ガス価格高騰対策事業、この概要を教えてください。 

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　お

 答えいたします。

本事業は、国の電気及び都市ガス料金支援の対象

とならない特別高圧及びＬＰガスの料金支援となっ

 ております。

特別高圧につきましては、６か月間の電力使用量

に応じて、国の高圧への支援と同等の補助を行うも

 のでございます。

また、ＬＰガスにつきましては、６か月分につい

 て月額300円、最大1800円の補助を行うものです。

令和７年度の当初予算につきましては、ＬＰガス

料金支援における４月から６月分の値引きに要する

 経費を計上しているところでございます。

 以上でございます。

○當間盛夫委員　電気料金に対する支援はどうなる

 んでしょうか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　電

気料金の支援につきましては、２月補正予算で計上

させていただいておりまして、国の支援の対象とな

らない特別高圧に対する支援をさせていただく予定

 としております。

 以上でございます。

○當間盛夫委員　２月補正でやったものはいつまで

 の支援ですか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　特

別高圧の支援につきましては、令和５年の８月から

10月の支援と、令和６年の１月から３月までの支援、

２つの期間に分けて支援を実施させていただく予定

 としております。

 以上です。

○當間盛夫委員　４月以降からの支援は、国と県で

 どのようなものがあるんでしょうか。

 今、想定は何かあるんでしょうか。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　国

において、電気料金の支援をするというような情報

 は今のところございません。

また、県においてもそういった検討はしておりま

 せん。

 以上でございます。

○當間盛夫委員　お分かりでしたら、電気料金の推

 移を教えてください。

○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監　国

と県の電気料金支援の開始前と終了後の推移という

ことでお答えさせていただきますけれども、一般家

庭の平均的な電気料金を比較いたしますと、国の電

気料金支援開始前、これは令和４年12月になるんで

すが、こちらは8847円、直近の電気料金、令和７年

３月使用分につきましては9232円となってございま

 す。

 以上でございます。

○當間盛夫委員　今度の令和７年の知事の施政方針

の中に、皆さんこの電気料金のことが一切ない。一

 言もないわけですよね。

それの中で皆さんこの企業の稼ぐ力だとかいろん

な形をやるんですけれど、僕はこの電気料金の対策

をどうすべきかというのが、一番の沖縄の事業者の

もので最大の課題・問題になっていると思うんです

 けれど、部長、これどうするんですか。

○松永享商工労働部長　電気の安定的、そして適正

な供給の確保というものは、県民生活、そして産業

活動において重要な基盤になるものと考えておりま

して、やはりその電気料金の上昇を抑制する、そし

て、県民、事業者ができる限り低廉で電気を利用で

きるような環境をつくるというのは重要であるとい

 うふうに県としては理解しているところです。

一方で、本県が抱える電気料金が高くならざるを

得ない特殊事情というのもあることも理解しており

まして、電力系統が本土から独立していたり、ある

いは供給コストの高い離島を抱える、あるいは化石

燃料への依存度が高いと、いわゆる再エネの導入拡

大が難しいという状況も理解するところでございま

 す。

そのような中におきまして、沖縄電力のほうでは



－383－

                                                                               　　

経営効率化を図りながら、例えば修繕費の抑制をし

たり、あるいは燃料調達の方法、あるいは調達先の

多様化ということにも取り組んでいるということも

 意見交換の中で確認しているところでございます。

県としましては、やはりその県民、あるいは事業

者の理解、電気料金の理解を得るためには、沖縄電

力の経営合理化を徹底していくという必要もあると

いうふうに考えておりますので、その辺を電力のほ

うにも求めながら、やはりその県民、経済界の理解

が得られるように、電力のさらなる取組も求めなが

ら、県としましては、その中でその再エネも進めな

がら、できるだけその電気料金の低廉化に向けて取

り組んでいきたいというふうに考えているところで

 ございます。

 以上です。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、當間委員より電気料金の対策に

　　　　ついて総括質疑としたい旨、説明があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開いたします。 

   當間盛夫委員。

○當間盛夫委員　次に、国際航空物流機能強化推進

事業、この２億6000万円ではあるんですけれど、こ

の利用対象事業者の状況をまず教えてください。分

 かりますか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　すみま

せん、ちょっと利用対象事業者の数は、少し今手元

にないのでごめんなさい、後ほど資料提供させてく

 ださい。

○當間盛夫委員　貨物取扱いの推移は分かりますか。 

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 いたします。

当該事業の中で、那覇空港からの航空運賃を補助

しているコンテナスペース利用促進事業というのが

ありますけれども、この事業で補助をしている貨物

輸送の実績というのが、少し、何年か飛ばして推移

ということですのでまず、平成23年度214トン、平成

28年度509トン、平成30年度1300トン、令和元年度

1400トン、令和２年度少し落ちて約1000トン、令和

３年度1400トン、令和４年度977トン、令和５年度

 708トン。

 以上です。

○當間盛夫委員　皆さん、今1000トン超えていると

いう状況からすると、県内の出荷する取扱い貨物と

いうのは増加しているという認識でよろしいですか。 

 この国際物流だけじゃないよ。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 いたします。

主に、この事業で、今申し上げた貨物の輸送実績

になるんですけれども、那覇空港のいわゆる国際貨

物の取扱量全体の話をさせていただきますと、平成

21年のハブ事業の開始以降、そういう航空運賃の支

援でありますとか、あるいは沖縄大交易会の開催に

よる、県内事業者の商流構築に取り組んできました

けれども、その結果、平成21年のハブ事業の開始後

増加しましたけれども、貨物専用機が運休した令和

 ２年度以降、減少しております。

 以上です。

○當間盛夫委員　全日空さんのハブの専用機の撤退

 後の推移を教えてください。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　令和

２年度に運休していますけれども、令和元年度が約

10万トン、令和２年度が約1100トン、令和３年度が

約1700トン、令和４年度が約1200トン、令和５年度

 が2145トンとなっております。

 以上です。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、當間委員より令和元年度の10万

　　　　トンから、令和２年度1100トンに減ったの

　　　　か再確認があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　當間盛夫委員。

○當間盛夫委員　これは別でまたやりたいと思う。 

同じ８ページの高付加価値・グローバル展開加速

化事業、これは稼ぐ企業という形であるんですけれ

ど、その辺の事業はいいですので、県内の製造業の

 事業者数と出荷額の状況をまず教えてください。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

本県における製造業の状況ということで、事業所

数に関しては直近でいきますと、令和５年の数字で

983事業所、製造品出荷額につきましては、これは令

和２年になりますけれども、4636億円ということに

 なります。

 以上です。

○當間盛夫委員　課長、対比するものをやらないと。

令和元年の事業者数は幾らで、皆さんからいただい

ている平成28年の出荷額は幾らということがないと

 対比ができないんだよ。

○座喜味肇ものづくり振興課長　推移ということで

 お答えいたします。

令和５年、先ほどは983事業所数ということで、令

和元年の1113事業所数から130事業者数ほど減少をし

 ております。
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先ほどの製造品出荷額につきましては、令和２年

4636億円程度のものにつきましては、同じく５年前

の平成28年ということでいくと約4127億円というこ

とで、差としましては209億7000万円増ということに

 なっております。

 以上です。

○當間盛夫委員　僕は今回、やっぱり稼ぐ企業だと

か、県産品使用の目的で質問をさせてもらっており

ますんで、皆さんが出している優先使用基本方針と

いうのがありますよね、この方針で、国の公共工事、

民間の公共工事にどのように影響を与えていると考

 えていますか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

県内企業への優先発注及び県産品の優先使用に当

たりましては、県のほうで基本方針を策定して各種

 取組を講じているところです。

国の公共工事に関しましては、同基本方針の具体

的取組ということで、国に対しての要請を行ったり

ということで優先発注の促進を求めているというと

 ころです。

このあたりは今、優先発注の状況の数字が、今

ちょっと手元になくて、効果の部分ですかね、これ

 は改めての御回答としたいと思います。

 以上です。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、當間委員より優先発注の状況に

　　　　ついての資料提供依頼があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　當間盛夫委員。

○當間盛夫委員　民間の研究団体、私一般質問でさ

せてもらったんですけれど、この県産品使用、今、

基本方針というだけではなくて、県産品優先使用に

関する条例制定をすべきだという提言があるんです

 けれど、それをどのように考えますか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

委員のほうから、今御説明のあった調査レポート

に関しては、昨年の６月に公表されているというと

ころで、我々も公表に先立って、あと公表後につき

ましても、当調査レポートの公表会社からはお話を

 聞いているところです。

当レポートを公表した事業所におきましては、他

県の情報収集、他県事例も聞いたということで、山

口県のふるさと産業振興条例というものを参考にし

ながら、今回の提言という形をつくっているという

 ところを聞いています。

この山口県の条例ですけれども、地産地消をメイ

ンに置きながら条例化を進めていると、条例を設置

しているということですけれども、実際、この条例

化の話につきましては、山口県もそうなんですけれ

ども、理念的な条例になっているというところです。 

山口県についても、では条例化をしましたという

ことで、どのようにこの実効性を高めて継続性を確

保するかといったところが取組上の課題であるとい

うことで、条例化ということで沖縄県どうしますか

というところですけれども、このあたりは少し実効

性の面から整理をする必要があるのかなというふう

 に考えております。

 以上です。

○當間盛夫委員　条例化に向けてまた頑張っていけ

ればなと思っていますんで、よろしくお願いいたし

 ます。

今、質問事項には出していないんですけれど、こ

 の積算内訳書の35ページになります。

貿易対策費で９億8000万円になるんですけれど、

今お話しした２つ、電気料金を除く国際物流だとか

高付加価値のもので、委託料ということで４億8000万

 円が委託料になっているんですね。

先ほどあった高付加価値・グローバルでも１億

2000万円はもうほぼほぼ委託、航空整備のものにし

てもほぼほぼ委託というのがあるんですけれど、こ

れは県内、県外という内訳方というのはできるんで

 しょうか、委託先。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 します。

当課で所管している事業に関して高付加価値・グ

ローバル展開加速化事業、これについては、令和６年

度に関しては１件の委託契約ですけれども、これは

県内の事業者と、あと海外で活動されているコーデ

 ィネーターの企業のＪＶで実施しています。

特に県内の事業者で、この事業に関しては県内の

事業者でなければならないという縛りは設けていま

せんので、今委員がおっしゃっている幾らが県内で

幾らが県外かとかいうその数字はちょっと答弁でき

 ないです。

 以上です。

○當間盛夫委員　航空機整備のほうはどうでしょう

 か。

○冨澤正紀企業立地推進課長　お答えいたします。 

格納庫の拡張整備に係る調査ということで、非常

に専門性が高い業務になるということが想定されて

 おります。

委託事業者の選考は、今後公募により行うことに
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いたしておりますけれども、参考までに１棟目の整

備の際の調査事業につきましては、県内と県外企業

 のＪＶという形で委託をいたしております。

 以上でございます。

○當間盛夫委員　僕は委託が悪いということではな

くて、この委託した中で県に何が蓄積されるのかと

いうのが、僕はこの事業の在り方だと思うんですよ

 ね、常々。

だって、この貿易対策のいろんな事業があります

よ、約10億近く事業を使っていて、その国庫支出が

 もうほぼほぼ振興費の予算を使うわけですね。

だったら沖縄の行政を含めた事業の在り方の蓄積

がないと、僕は何をやっても無駄だと思うんですよ

 ね。

その辺の考え、この委託先だとか、県外なのか、

県内なのか、県内の企業をやっぱり伸ばす意味でも、

もっと委託をするときにもよく考えて、県内企業で

できるものは県内企業にしっかりと委託させるとい

う考え方も僕は必要だというふうに思うんですけれ

ど、部長その辺は、委託という考え方、どう考えま

 すか。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

先ほど来、委員の一連の御質問を受けておりまし

て、趣旨としましては、域内自給率、あるいは域内

経済循環をどのように上げていく、向上をさせてい

くのか。また、県内事業者をどう振興させていくの

かというような趣旨というふうに受け止めてござい

 ます。

県としましては、製造業、そして農林水産業など

は商品あるいは原材料の多くを県外からの移輸入に

頼っているというところがありまして、県外に所得

が流出して域内経済循環が不十分というところの課

 題を抱えてございます。

ですので、県が今取り組んでいるところを申し上

げますと、県内で自給できるものを増やしていく、

そして安定的に供給する体制をつくっていく必要が

あるなというふうに認識しているところの中で、や

はり県としましては、県内需要に応えて自給率を向

上させるための取組というところに、強力に取り組

 んでいるところでございます。

具体的に言いますと、既存産業の技術力を上げる、

あるいは商品、製品の開発力を強めていくという取

組でありますとか、あるいはものづくり産業の高度

化、そのためには生産性を上げる、付加価値の高い

製品の開発を支援するというような取組、またその

技術者を育成する、人材育成するというものがござ

 います。

このような取組をやっているというところと、併

せて先ほど御質問がありました県内企業を育成する

という趣旨の御質問だと思いますが、やはり県内企

業への優先発注、あるいは県産品の優先使用という

ところに取り組んでいまして、その中で県内の需要

をつくっていく、それによって域内経済循環を高め

て、県内の経済の活性化を促進するというところに、

これまでというか現在も取り組んでいるところです

ので、その辺やはり我々も域内自給率、域内経済循

環というところを意識しながら、どのようにして域

内にお金を落としていくかというところに取り組ん

 でいきたいと思います。

今、御質問のありました委託に関しても、できる

限りその県内の事業者の振興というのを考えながら

取り組んでいきたいというふうに考えているところ

 でございます。

 以上です。

○當間盛夫委員　ぜひ官民挙げて、県内企業の稼ぐ

企業連携ということを模索していってもらいたいと

 思いますのでよろしくお願いをいたします。

次に、データ活用プラットフォーム構築事業とい

うのがあるんですけれど、これはもう事業を読めば

あれなんですけれど、今、県内、もう僕は前からも

指摘しているんですけれど、沖縄県の情報通信セン

ター、この利用の推移だとか課題を教えてください。 

○宮国順英ＩＴイノベーション推進課長　お答えい

 たします。

沖縄情報通信センターでは、現在、データセンター

やＢＰＯサービスを行う事業者が入居しておりまし

て、入居率はここ数年、七、八十％で推移しており

 ましたが、昨年６月からは100％となっております。

また、その入居事業者等において、企業や自治体

の情報システムやデータを預かり、管理運営するサー

ビス等を提供しておりますが、その際に使用するサー

バーラック設置スペースの利用状況につきましては、

令和３年度末が約31％、その後若干増加して、令和

６年度２月末で33％となっておりまして、若干増加

しておりますけれども、まだ十分には活用されてい

 ない状況にはございます。

○當間盛夫委員　皆さんから出された資料なんです

けれど、国、県、市町村の利用ラック状況を教えて

 ください。

○宮国順英ＩＴイノベーション推進課長　お答えい

 たします。

令和７年２月末時点におきまして、利用可能スペー
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ス約300ラックのうち、県で13ラック、国や市町村を

合わせますと18ラック利用している状況にございま

 す。

○當間盛夫委員　県が13ラックでしか利用できてい

ないという状況は、どういう理由があるんでしょう

 か。

○宮国順英ＩＴイノベーション推進課長　県のいろ

んなシステムのサーバーにつきましては、今、県庁

内にほとんど、多くございまして、県庁の中で空調

を含めて管理できる環境がありまして、これを情報

通信センターに持っていくとなりますと、移設費あ

るいは運営費でかなりコストがかかるものですから、

今、一部しかそちらの情報通信センターには設置し

 ていない状況になります。

○當間盛夫委員　国が１ラックしか使っていないと

いう状況になっているんですね、皆さんからの資料

 からすると。

国にもっと情報センターの活用を促すということ

 の依頼は、要請・要望とかされているんですか。

○宮国順英ＩＴイノベーション推進課長　そうです

ね、官公庁も、あるいは企業等も含めてですけれど

も、広く活用の促進案内はさせていただいていると

 ころでございます。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、當間委員から総括質疑の申出が

　　　　あり、委員長から當間委員にどのような項

　　　　目を確認するのか改めて説明するよう指示

　　　　があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

○當間盛夫委員　電気・ＬＰガス価格高騰対策とい

うことでさせてもらったんですけれど、今度の施政

方針、知事の施政方針にも全く電気料金の対策、県

内の生産者、県内の事業者に影響多大だというふう

に思っていますけれど、一言もそのことがないとい

うものを考えると、知事として、この電気料金高騰、

沖縄県に与える影響というのはものすごく大きいと

思うんですけれど、知事としての電気料金の在り方

という認識をどう考えるのかということをちょっと、

 総括質疑で上げていただければと思っています。

○新垣淑豊委員長　ただいま提起のありました総括

質疑の取扱いについては、本日の委員会終了後に協

 議いたします。

   仲村家治委員。

○仲村家治委員　資料３の３の、ページで言います

と53ページの③のユネスコ登録記念琉球泡盛魅力発

 信事業の概要を教えてください。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

本事業は、泡盛を含む伝統的酒造りが、ユネスコ

無形文化遺産に登録されたことを契機として、泡盛

の認知度向上を図り、需要拡大につなげることを目

 的としております。

具体的な取組としましては、主に首都圏などの大

消費地に所在する琉球料理店等を活用して、泡盛の

文化的価値や飲み方などの浸透を図るとともに、Ｓ

ＮＳなどを用いた泡盛ファンの拡大等の取組を実施

 することとしております。

また、本事業を推進しながらですけれども、沖縄

県酒造組合や沖縄国税事務所等の関係機関と連携し

ながら、需要拡大に向けたプロジェクトチームを立

ち上げまして、各泡盛関係事業の情報共有を図りな

がら、泡盛業界に対するさらなる効果的な支援や方

 策を検討することとしております。

 以上です。

○仲村家治委員　実際に首都圏の泡盛の出荷量とい

 うか、販売数量というのは把握していますか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　実際、首都圏のほ

うの数ということでは把握はしていないんですけれ

ども、私のほうでちょっと聞いたところ、今回の事

業は首都圏の琉球料理店ということで、琉球料理店

の数が首都圏のほうで600店舗あるということがある

ので、まず、消費者を首都圏を中心に需要拡大を図

るに当たっては、琉球料理店をターゲットにして広

めていったほうがいいのかというところで考えてお

 ります。

 以上です。

○仲村家治委員　琉球料理屋さんに、具体的にどう

 いうことを仕掛けていくんですか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　我々も出張などで

東京の琉球料理店に行くときに、泡盛を飲みますか

というところで、先ほどのちょっと聞いたところの

事業所によると、これ、我々県民ではなくて、当然、

首都圏の琉球料理屋さんには、現地の方もいらっしゃ

るというところでいくと、３割が琉球料理店で泡盛

 を飲むということのようです。

この辺りを引き上げるためには、まずはこの琉球

料理店で、そこのスタッフ、店員が泡盛を説明でき

るように教育をするというところで、今回、ユネス

コ無形文化遺産登録ということで、泡盛の歴史的、

文化的価値という部分を含めたＰＲ冊子をこの琉球

料理店のスタッフに提供をして、泡盛を勧めるとこ

ろまで、琉球料理店のほうで経営者のほうに教育を

してもらって、そういったところで需要拡大が図れ
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 ないかというところをメインに置いております。

 以上です。

○仲村家治委員　それが悪いとかいいとかいう話は

しませんけれども、あまりにも小さな目標になって

 いるような感じがするわけよ。

40年前に、私、学生の頃、僕の同級生がグリーン

ボトルという、初めて四合瓶を出した泡盛の会社が

あって、そこを、東京を彼がもう毎日、毎夜、スナッ

クとかそういうところに営業して回って。そのとき

は泡盛のあ自体も分からないような人たちがいたわ

け。どうにか365日、ほぼほぼ毎日、そういうお店を

回って、昼は昼で酒屋さんに回っていた。徐々にあ

あ、いいねということでやったんだけれども、次に

何が来たかというと、焼酎が流行ったんです。これ

は九州中心に。そうすると吹っ飛んだ、沖縄の泡盛

 は。もう麦、そばにやられちゃったわけね。

だけれど、それを何でそこまで九州の酒造メーカー

がやったかというと、実は、彼らが一番戦略にして

いたのは、丸の内のサラリーマンをターゲットにし

ていたんですよ。だから、経済新聞とか、工業新聞

 とか、そういうのに広告毎日打っていた。

そうすると、彼らは丸の内界隈の彼らが行くお店

をターゲットにしていたわけよ。いいちこさんとか、

吉四六とか。そうすると彼らはそういうところで口

にしたら、地方にほとんど出張に行くそれなりの人

たちだから、行ったら、彼らが口コミで宣伝するわ

 け。

それが広がっていったという部分で、戦略的にす

ごい戦略を持っていたというのを、僕はその友達か

ら聞いたんだけれど、今の話だと沖縄料理屋は悪く

はないですよ。だけど規模が小さいんだよ。600あっ

ても３割の人たちが、では４割増えましたからって、

それが急激に広がっていくかといったら広がってい

 かないんだよな。

もう少し戦略的に酒造組合とやって、これを全国

展開する、また世界に展開するためにどうしたらい

いのかとか、あと、海外にも事務所がありますよね、

中国にも。この辺を活用していかないと広がってい

かないんですけれど、戦略的にもうちょっと練り直

したほうがいいんじゃないですかね。どうでしょう

 か。

○座喜味肇ものづくり振興課長　委員おっしゃると

おり、泡盛業界が今抱える課題というところでいく

と、県内、県外においても、焼酎、チューハイ、ワ

イン、いろいろ他の酒があるということでかなり競

争が厳しいというところと、あとは新しいターゲッ

トということで若者や女性というところに関してい

くと、そこも甘いリキュールだとか、アルコール酒

を好む傾向になっているということでなかなか厳し

 い状況にあるというところです。

今回、首都圏を中心にというところで考えている

部分に関しては、先ほどちょっと御説明したとおり

に酒造組合、我々、酒造組合のほうには別事業でも

その補助という形で事業支援をしているというとこ

 ろがあります。

あと、沖縄国税事務所、こちらのほうにおきまし

ても事業を展開していくというところで、そういっ

た関係機関と連携しながらということと、あとは県

庁内におきましても、その文化的視点というところ

で、文化観光スポーツ部のほうでも観光と絡めなが

ら、泡盛の普及ＰＲもぜひやっていきたいというと

 ころもあります。

おっしゃるとおりで海外事務所の活用も含めて海

外展開、この辺りを相乗的に、効果的な形で支援し

ていくかというところは、お互いで意見交換、そう

いったチームを組みながら事業展開、需要拡大を図っ

 ていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○仲村家治委員　ぜひですね、今回、新規事業なの

で、また次年度の反省を基にもっと予算かけて、こ

れを展開していきたいなと思いますけれども、ぜひ

 お願いします。

○新垣淑豊委員長　座波一委員。 

○座波一委員　３の３の11ページですね。 

外国人材受入支援事業、これは人材不足というこ

とで沖縄県取り組んでいるわけですけれども、先日、

我々台湾・パラオの視察で台湾の労働局との意見交

換が非常に有意義だったなという感じがしたんです

 ね。

今、沖縄県のこの人材不足という、各分野で起こっ

ていると思うんですけれど、どういったところで不

足なのか、この辺、顕著に表れているところをお願

 いします。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

まずですね、人材不足は全般的にですね、不足の

状況というのがございますけれども、産業ではなく

て職業間になるんですが、職業間で差がございまし

て、例えば、保健医療などですと4.22倍とかですね、

 介護ですと2.8倍などになっております。

一方で、事務職につきましては0.7倍程度で、差が

 あるということです。

産業別は、すみません、ちょっと統計が手元にな
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いんですけれども、産業別で言いますと、ほぼほぼ

全ての産業で人材不足の状況にあるというふうに認

 識をしております。

 以上です。

○座波一委員　この産業別であまり把握してなくて

 というようなのは、ちょっと問題だと思いますよ。

だから、その強化すべき分野、あるいは必要とす

るのが、非常に人材が不足しているというんだった

ら、それを集中的にどういった人材を受け入れるか

 というのは大きな課題ですから。

だから、台湾でもまさにその状態になってまして

ね、分野ごとにこの業界からのこの問題をつかんで、

今はですね、この質の問題まで議論されているわけ

 です。

 沖縄はそういったことはないんですかね。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

委員がおっしゃっておられるのは、台湾における

製造業、建設業、介護などにおける非熟練労働者が

多いということだと思うんですけれども、外国人労

働者の質の確保というのが台湾では問題になってい

 るというふうに認識をしております。

一方で、沖縄で雇用される外国人労働者につきま

しては、現在のところ専門的、技術的分野の在留資

格を持つ方の割合というのが最も多くて、約４割程

 度となっております。

これらの方々は、一定の専門知識であるとか技術

を持ち合わせることが、在留資格付与の要件となっ

 ております。

台湾の非熟練労働者との対比という意味で言いま

すと、沖縄県では技能実習のために、企業において

 訓練を受けている技能実習生が約18.7％おります。

この方々につきましては、令和６年、昨年のです

ね、６月21日に法改正がございまして、技能実習生

に代わって、人材育成と人材確保を目的とする育成

 就労制度が創設されることになっております。

育成就労を終えた外国人労働者という方々は、特

定技能に円滑に、いわゆる専門的な分野に円滑に移

 行できるようになるというふうに伺っております。

内容については、まだ決められていないというふ

 うに認識をしております。

 以上です。

○座波一委員　では、沖縄の場合は比較的そのよう

な特定技能も含めて、実習的な教育をした上での人

材補充となっているということで理解していいです

 か。

○高宮城邦子雇用政策課長　技能実習生につきまし

ても、入国前の４か月、５か月間は派遣元で日本語

の教育などが行われているというふうに伺っており

ますので、そういう教育を受けた状態で来られると

 いうふうに認識をしております。

 以上です。

○座波一委員　これは今後ともですね、国内でやる

のか、出発地でやるのかは別としても、この事前の

トレーニングですね、やっぱり受け入れるからには

数ではないと、もう質なんだというような時代に入っ

 ているということを十分認識してほしいと。

同時に提案ですけれどね、先ほどから南米のウチ

ナーンチュの可能性の話が出ていますけれども、私

はこの南米のほうにですね、人材を求めるべきだと。 

日系人、特にボリビアで我々が行ったコロニー沖

縄なんかは、子どもたちの教育が非常に進んでいて、

将来、沖縄あるいは日本で働きたいという子どもた

ちもたくさんいるということなので、そういったと

ころとのですね、人材交流というのは、こういった

分野で生かすべきじゃないかなと思うんですけれど

 いかがでしょうか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 します。

南米事務所につきましては、沖縄県と移民の皆様

とのつながりということで、文化、芸能、産業、そ

して国際協力など幅広い分野で、多面的な交流とい

うのがこれからも求められていくものだと思ってい

 ます。

今、委員おっしゃったその人材確保の面も含めて

だと思いますけれども、今、文化観光スポーツ部の

ほうで南米事務所の設置に関する調査も行われてお

 ります。

商工労働部としましては、現地のニーズでありま

すとか、県内の雇用情勢も含めた状況で関係部局、

あるいはＪＩＣＡ等の関係機関と連携を図りながら、

南米地域との経済交流の可能性というものについて

も情報収集、研究を行ってまいりたいと考えており

 ます。

 以上です。

○座波一委員　そのためにもね、やっぱり南米事務

所というのをね、ぜひ、必要性が今出てきています

ね。先ほどの議論もあったとおり、この穀物の関係

の部分もですね。だからぜひ、もう北米の事務所よ

 りも、南米ですよ。

先ほど、北米事務所もいろいろやっているとはあっ

たけれど、これって実際にワシントン事務所の問題

として今なっているんですけれどもね、本当にこれ
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が仕事だったかというのは、これはないんですよね、

 これといったものは。

だから、そういう意味ではこの南米事務所を、松

永部長、今期で退任かもしれないけれど、後に残す

ようにですね、ぜひ進言していったほうがいいんじゃ

 ないですか。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

まず、商工労働部としましては、庁内外の関係機

関と密接な連携を図りながら、御存じのとおり、海

外事務所というのは今６か所持っておりまして、台

湾、香港、上海、北京、シンガポール、ソウルとい

う６か所と、あと福州に駐在所というものを商工労

 働部のほうで運営しているところでございます。

ここで経済、文化などの多面的な交流を通しなが

らお互いに理解を深めると、経済交流をしていくと

いうような取組を商工労働部としてはしているとこ

 ろでございます。

今御提案のあります南米事務所につきましては、

現在、文化観光スポーツ部のほうでいろいろ調査事

業等をやっているところではございますが、この庁

内関係機関、関係部局と連携しながら、またＪＩＣ

Ａ沖縄など、関係機関とも連携しながらですね、我

々文化観光スポーツ部の調査結果も含めながら、今

後どのような展開がいいのかどうか、地域外交に資

する形になるのか、あるいは人材の確保につながる

のかというところも含めながらですね、関係部局、

関係機関とも連携しながら研究を進めていきたいと

 いうふうに考えております。

 以上です。

○座波一委員　先ほどですね、ワシントン事務所で

 北米関係の取組もあったと、県産品のですね。

 もう一度、そこをちょっとお願いします。

 どのような活動をしたんですか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 いたします。

令和６年９月ですね、知事がワシントンに訪米さ

れた際に、米国での県産品の販路拡大ということを

目的に、ニューヨークの日本食レストラン協会の幹

 部と知事との面談をセットいたしました。

そこで、ワシントン駐在にも現地での調整であり

ますとか、アドバイスもいただきながら、その意見

交換の中で県産品の販路拡大の可能性について、知

事からトップセールスを実施したというところです。 

 以上です。

○座波一委員　これは、その事業が何だったのか、

 どういう取組でそういった事業をやったのか。

事業だったんですか、それともそのときの活動の

 この根拠ですよ、何があってそれやったんですか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　その後

に、今年の１月にニューヨークのレストランで沖縄

の食材のフェアというものを開催していますけれど

も、これは欧米等展開促進事業という事業の一環で

 行っております。

できれば、我々としては、１月のニューヨークで

のフェアに向けて、９月の段階で日本食レストラン

協会の皆さんに、知事のほうから協力を依頼したと

 いうことの位置づけになります。

 以上です。

○座波一委員　少なくとも、ワシントン事務所の活

動目的の一つに位置づけられていたのかということ

 です。そこは当初から指示があったんですか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 します。

そもそも、この欧米等展開促進事業の中でですね、

 北米で活動をという計画はございませんでした。

ただ、知事が米国に出張するということで、我々

この事業の関連でトップセールスをお願いしたとい

 うところです。

 以上です。

○座波一委員　この件は、やはり今問題となってい

るワシントン事務所との兼ね合いでですね、非常に

 重要な点なんですね。

ワシントン事務所の設置理由に、こういった文化

交流、県産品の海外戦略とかというふうな理由があっ

たにもかかわらず、今みたいに明確なね、各部、所

管にですね、そういう指示はなかったということな

 んですか。

それとも、後付けのようにこれはやっていたと、

このフェアに対して協力したと、協力ですよこれは。 

それは協力するはずだけれど、そういった面で、

委員長、これは総括質疑として上げたいと思います。 

 休憩お願いします。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、委員長より、座波委員に誰に総

　　　　括質疑事項として質疑したいのか、改めて

　　　　説明するよう指示があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　座波一委員。

○座波一委員　ただいまの、このワシントン事務所

における北米の県産品の戦略事業というのはですね、

当初からの商工労働部の戦略の一つの事業ではない

というのが確認できましたので、それをですね、こ
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れは部の問題ではなくて、知事が訪米したときの仕

事ですから、そこをですね、知事に総括の中で聞き

 たいと思っております。

 以上です。

○新垣淑豊委員長　大浜一郎委員。 

○大浜一郎委員　大まかな中で聞いていきたいとい

 うふうに思います。

稼ぐ力という言葉を使って事業を展開して、もう

 何年になりましたか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 いたします。

稼ぐ力に関する万国津梁会議という形で、その会

議が令和２年度から令和３年度にかけて７回実施し

 ております。

令和３年の12月に、その会議から、知事に提言を

行っております。その提言を踏まえて、稼ぐ力の強

 化に向けた取組を強力に進めていくという形です。

 以上です。

○大浜一郎委員　これまでやってきて、この稼ぐ力

という言葉を使った事業で、どのような実感を今し

ていますか。やったなというような実感があるかど

 うか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 いたします。

稼ぐ企業という名前で幾つか事業を各課で実施し

ておりますけれども、グローバルマーケット戦略課

のほうで、まず一つ取組として、稼ぐ企業連携推進

 事業というのがございます。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、大浜委員より、事業を実施して

　　　　稼ぐ力を実感できたような事例があるか確

　　　　認があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

沖縄県が抱える課題としまして、やはり県内企業

の労働生産性が低いというところと、あと今委員か

ら御指摘のありました、企業の稼ぐ力が弱いという

 ところがございます。

これはいわゆる収益力が低いというところだと思

いますが、それが今どのような状況かというところ

 だと思います。

やはりその稼ぐ力、いわゆる収益力を上げるため

に、県の取組としましては、例えば産業ＤＸの推進

でありますとか、あるいは技術力を強化したり、イ

ノベーションを促進したりというような取組、ある

いは付加価値を創出して向上させるというような取

組、また競争力とか経営基盤を強化するというよう

な取組の下に、その収益力を高める、いわゆる稼ぐ

力を高めるという取組をしているところでございま

すので、じゃ今どうなのか、できているのかという

のはなかなか定量的に答えるのは難しいところでは

ございますが、こういう取組を通しながらですね、

我々沖縄県としてはですね、企業の稼ぐ力、あるい

は労働生産性が上がりつつあるものというふうに理

 解しているところでございます。

 以上です。

○大浜一郎委員　要するに、この予算の使い方がど

ういうふうになるかというのは、これ施策がどうな

るかということだから、今までのやつをどれぐらい

のＰＤＣＡでね、しっかり見て、ブラッシングして

事業に当たっているかというのは、実は大事なんで

 すよ。

ＰＤＣＡが弱いとね、次の展開するときに非常に

 難しい。

なので、実感するのはすごい時間がかかるけれど、

これ価値はあるんだという実感ぐらいはつかんでお

かないと非常に難しいというふうに思うんですよね。 

今ね、103万円の壁とかいうので国会でも議論に

なっている。これはあくまでも個人にフォーカスし

 たもの。

稼ぐ力を基本的に実感させてもらうためには、例

えば企業にフォーカスする、例えば個人企業にフォー

カスするという直接的な取組は非常に大事だと思う

 んですよ。

例えばね、公庫では賃金が２％上がると、３年間

0.3％のインセンティブがあります。人を雇うと５年

 間0.5％のインセンティブがあります。

そうなってくると、賃上げをしたら新規投資しや

すくなったりすると、インセンティブがある。そう

 いった問題がある。

例えば、県がね、どれぐらいの賃金上昇率を今直

近で目指しているかというのも、この事業の中に組

み込んでおかなければいけないと思う。今どれぐら

 いの賃金上昇率を見込んでいるんですか。

○前原秀規労働政策課長　令和５年度、最低賃金の

全国加重平均は1004円で、従来の政府目標の1000円

を超えることとなりました。昭和53年に最低賃金改

正の目安制度が始まって以来の最高額となっており

 ます。

政府は、新しい資本主義のグランドデザイン及び

実行計画により、2030年代半ばまでに最低賃金の全
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国加重平均を1500円とする新たな目標を表明されて

 います。

県としましては、その方針に沿って対応し、地域

間格差の是正に向けて、企業の稼ぐ力の強化と労働

力の分配を促進し、未来への投資が生み出されるサ

イクルの構築に向けて取り組んでまいりたいと考え

 ております。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、大浜委員より賃金上昇の具体的

　　　　な目標について確認があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開いたします。 

 　松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

最低賃金の引上げにつきましては、県民所得の向

上に寄与するというところから、非常に重要なもの

だというふうに考えてございまして、現在の物価上

昇の中では、賃金の引上げというものは労働者の生

活水準の維持の観点からも大変重要な取組であると

 いうふうに考えてございます。

今、委員のほうからございます、目標はどこかと

いうところなんですが、国のほうでは今、全国の加

重平均を1500円にするというところに目標を置いて

いますので、県としましてもその国の方針に従いま

して、まず対応していくべきだというふうに考えて

おりますので、まずは最低賃金1500円を国と同じよ

うにですね、合わせて目指していくと。その中で、

さらなる高みを目指しながら取り組んでいるという

ところで、そこの中で労働生産性の向上に取り組ん

 でいるという状況でございます。

 以上です。

○大浜一郎委員　もう実質、沖縄のアルバイト賃金

はもう1200円以上ですよ。最低賃金なんかで人は来

ませんからね、1200円から1300円、もう1500円近く

 なってきている。

当然、コストアップだから、売上高だって上がっ

 てきている。

最初に言ったね、どこにフォーカスを当てるかっ

ていったら、個人事業者にフォーカスを当てる。企

業にフォーカスを当てる。例えば公庫の借入金に関

しては、その基準を満たせばインセンティブがある。

 103万円のことだってそう。

ただ、県がどうアプローチするかという場合にね、

 例えば事業税ってありますよね。

事業税を、例えばこれだけの賃金アップしたとこ

ろに関してはこれぐらい還付ができますよみたいな

ね、何かインセンティブを与えてくれれば、企業の

 活性化というのができるんじゃないかなと思う。

これだけやったらこれだけの還付があるよねとい

う、何かそういう新しい取組をちょっとしてみても

 どうかなと思うんですよ。

 あくまでも払いますよ。後は還付ですから。

その辺の、もう少しアプローチの方向を変えた施

策というのが、この予算の中で僕は本当にやってほ

しかったなと思うんだけれど、そういう考えは今後

 ありますか。あれ、県税だから。

○高宮城邦子雇用政策課長　お答えいたします。 

すみません、ちょっと、先ほど御報告しそびれて

しまったんですけれども、所得向上企業応援認証制

度がございますけれども、前年同月でですね、給与

 月額の増加率が7.1％というふうになっております。

やはり、この奨学金の返還支援等と、組み合わせ

ることによっての効果だというふうに認識をしてお

りますので、この辺りはもう少し強化をさせていた

 だきたいと思います。

また、先ほど岩手県の賃上げの事例がございまし

たけれども、そちらにつきましても、企業団体、経

済団体等と意見を交換しながら研究をしてまいりた

 いというふうに考えております。

 以上でございます。

○大浜一郎委員　所得向上に取り組む企業を認証し

て広くＰＲ。ＰＲされても困るんだね。何もおいし

くないんだよ。次への投資に、モチベーションには

なるかもしれないけど、それはそれだよねって、我

々頑張っているのでって言って、そこで終わっちゃ

 うんですよ。

そうじゃなくて、公庫がやっているようなことを、

例えば民間企業と一緒にやるとか、事業税がこれだ

け上がってきているから、稼いだところには幾らか

還付しようねという問題があるとか、どこにフォー

カスを置くかというので、僕は考えるべきことを商

 工労働部がやるべきじゃないかなと思う。

それともう一点はね、海外展開において支援して

いこうという事業があるけれども、これ沖縄の民間

金融機関は、海外に対してノウハウを持っていない

んですよ、まだまだ。送金すら、やるのが大変なの

 で、コストもかかるし。

だから、そういったところが、インフラが整備さ

れていないとなかなかやろうたって難しいんじゃな

いかなとは思うんですけれど、その辺を考えて事業

 を立案していますか。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　お答え

 いたします。
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確かに、委員おっしゃるように、県内企業が海外

に展開するに当たって、様々な課題、規制もそうで

すし、商品そのものの表示の問題であるとか、コス

 トの問題あります。

我々、現地の市場の調査というのは、海外事務所

も持っていますので、そこからの情報のフィードバッ

クということもしながら、大交易会もそうですし、

その商品改良でありますとか、輸送コストの支援も

そうですけれど、様々支援していますけれども、や

はりその課題がどんどん出てくるという話を聞いて

 います。

それを丁寧にサポートしながらですね、一緒にと

いいますか、対応していかないといけないと思って

いますので、そこは産業振興公社、あるいはＪＥＴ

ＲＯとも連携して、しっかり県内の企業を後押しし

 ていきたいと思っております。

 以上です。

○大浜一郎委員　海外に向けてやる場合には、取引

がきちっと明確でなければいけないし、できればス

ムーズにいかないといけないですよ。それが今、県

 内の金融機関にありません。非常にやりにくい。

だから、幾らやったって、なかなか前に進まない

ことが多い。まずそこのインフラを支援しながらも、

金融機関としてがっしり組んで、どういうふうにし

たら沖縄から海外展開できるのかという、このプラッ

トフォームをしっかり構築してくださいよ。どうで

 すか、それは。

○島袋秀樹グローバルマーケット戦略課長　ありが

 とうございます。

農林水産物に関しては、沖縄総合事務局のほうで

音頭を取って関係機関と一緒になって出していこう

ということで、国も１兆円ということで。今おっ

しゃったように金融、送金の面も含めてだと思いま

すが、いろいろな本当に国内のビジネスでは想定し

ないようなことが出てくるという話を聞いています

ので、関係する機関とよく相談しながら、支援、そ

ういうプラットフォームといいますか、県だけでは

全てをサポートできるわけではないと思いますので、

いろんな機関の力を借りながらですね、県内の企業

 の海外展開を後押ししてまいりたいと思います。

 ありがとうございます。

○大浜一郎委員　以上です。 

○新垣淑豊委員長　以上で商工労働部に係る甲第

１号議案、甲第３号議案、甲第４号議案、甲第11号

議案、甲第13号議案及び甲第14号議案に対する質疑

 を終結いたします。

 説明員の皆様、大変御苦労さまでした。

 休憩いたします。

 午後０時17分休憩

 午後１時35分再開

○新垣淑豊委員長　では、再開いたします。 

次に、文化観光スポーツ部長から、文化観光スポー

 ツ部関係予算の概要の説明を求めます。

 諸見里真文化観光スポーツ部長。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　委員の皆様、こ

 んにちは。

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。

令和７年度文化観光スポーツ部の当初予算案につ

 いて御説明いたします。

文化観光スポーツ部所管の令和７年度一般会計予

算の概要について、ただいま通知いたしました別紙、

文化観光スポーツ部、令和７年度当初予算（案）を

 御覧ください。

令和７年度文化観光スポーツ部の当初予算は、総

 額約104億9000万円を計上しております。

沖縄観光は、安定した国内需要に加え、国際航空

路線の復便やクルーズ船の寄港再開に伴い、外国人

観光客が大幅に増加するなど、国内外から多くの観

光客が本県を来訪され、また、観光収入についても

過去最高となった令和５年を上回る形で推移するな

 ど、好調な流れが続いております。

文化観光スポーツ部では、令和７年度において、

沖縄観光の持続的な発展と質の高い沖縄観光を目指

し、世界から選ばれる持続可能な観光地の実現に向

 けて各種施策に取り組んでまいります。

また、世界を魅了する沖縄文化のさらなる発展と、

沖縄空手の保存・継承・発展に向けた取組や、本県

の特性を生かしたスポーツアイランド沖縄の形成、

世界に広がるウチナーネットワークの強化について

 も、さらなる取組を進めてまいります。

さらに、今年は戦後80年という節目の年となりま

 す。

文化観光スポーツ部においても、県内外での伝統

芸能公演や企画展の実施のほか、ラグザスｐｒｅｓ

ｅｎｔｓ第32回ＷＢＳＣＵ－18野球ワールドカップ

を契機とした交流や、世界のウチナーンチュを通し

た平和交流など、様々な取組を通して平和を考える

 機会の創出に取り組んでまいります。

それでは、令和７年度一般会計当初予算について

 御説明いたします。

ただいま通知いたしました説明資料の３ページを

 お願いします。
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ホームページは部局別歳出予算の一覧となってお

 ります。

 表の太枠線の欄を御覧ください。

文化観光スポーツ部所管の令和７年度歳出予算額

は104億9446万円で、県全体の予算額に占める割合は

1.2％となっており、令和６年度当初予算額と比較し

ますと３億7465万3000円、率にして3.7％の増となっ

 ております。

それでは、次に、歳入歳出予算について、個別に

 説明を行います。

 ４ページをお願いいたします。

４ページは、款ごとの歳入予算一覧となっており、

県全体の予算額に文化観光スポーツ部の予算額を記

 載しております。

 表の一番下、合計欄を御覧ください。

文化観光スポーツ部の令和７年度歳入予算額は、

総額44億1814万1000円で、令和６年度と比較して

3653万3000円、率にして0.8％の減となっております。 

それでは、当部所管歳入予算について、款ごとに

御説明いたします。なお、表の右、説明欄には主な

項と予算額を記載しておりますので、こちらも併せ

 て御覧ください。

まず、９の使用料及び手数料は、予算額が１億９万

6000円で、その主な内容は、土地・建物使用料及び

 一般旅券発給手数料に係る証紙収入であります。

前年度と比較して603万8000円、率にして6.4％の

 増となっております。

増となった主な理由は、旅券発給申請件数の増に

 伴う証紙収入の増によるものであります。

次に、10の国庫支出金は、予算額が23億3384万

8000円で、その主な内容は沖縄振興特別推進交付金、

 持続可能な国際観光景観モデル事業であります。

前年度と比較して８億3512万8000円、率にして

 26.4％の減となっております。

減となった主な理由は、内閣府の一括計上予算を

活用した沖縄観光人材不足緊急対策事業の終了に伴

 う補助金の減によるものであります。

次に、11の財産収入は、予算額944万8000円で、そ

 の主な内容は土地貸付料であります。

前年度と比較して194万9000円、率にして26％の増

 となっております。

増となった主な理由は、大型ＭＩＣＥ施設整備用

 地の土地貸付料の増によるものであります。

次に、13の繰入金は、予算額が15億2690万1000円

で、沖縄県観光振興基金及び沖縄県文化芸術振興基

 金の繰入金であります。

前年度と比較して７億6792万5000円、率にして

 101.2％の増となっております。

増となった主な理由は、観光２次交通結節点機能

強化事業など、沖縄県観光振興基金を活用した事業

 費の増によるものであります。

次に、15の諸収入は、予算額が３億5364万8000円

で、その主な内容は観光庁事業による雑入でありま

 す。

前年度と比較して7078万3000円、率にして25％の

 増となっております。

増となった主な理由は、観光庁事業を活用した事

 業費の増によるものであります。

観光庁事業については、同庁から委託を受けた民

間事業者から委託費を受け入れることから、国庫支

出金ではなく、雑入として受け入れるものでありま

 す。

次に、16の県債は、予算額が9420万円で、その主

な内容は学校教育施設等整備事業に係る県債であり

 ます。

前年度と比較して4810万円、率にして33.8％の減

 となっております。

減となった主な理由は、県立芸術大学の教育棟な

どの屋根防水改修工事の完了に伴う減によるもので

 あります。

 以上が一般会計歳入予算の概要であります。

 ５ページをお願いします。

５ページは、款ごとに一般会計歳出予算一覧となっ

ております。表の右、説明欄には事項と予算額を記

載しておりますので、こちらも併せて御覧ください。 

それでは、当部所管に係る歳出予算につきまして、

 款ごとに御説明いたします。

まず、２の総務費は、５億9534万6000円で、主な

 事項は国際交流事業費や旅券事務費であります。

前年度と比較して2099万6000円、率にして3.4％の

 減となっております。

減となった主な理由は、ウチナーネットワーク拡

充支援プロジェクト事業の見直しによる国際交流事

 業費の減であります。

次に、７の商工費は68億7308万円で、主な事項は

 観光指導強化費、観光宣伝誘致強化費であります。

前年度と比較して２億2128万9000円、率にして

 3.3％の増となっております。

増となった主な理由は、観光人材確保支援事業及

び観光事業者収益力向上サポート事業による観光指

導強化費の増や、戦後80周年事業である沖縄のここ

ろチムグクル継承・発信事業による県民文化振興費
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 の増によるものであります。

次に、10の教育費は30億2603万4000円で、主な事

 項は文化施設費、大学運営費であります。

前年度と比較して１億7436万円、率にして6.1％の

 増となっております。

増となった主な理由は、県立芸術大学の定年退職

者の増に伴う公立大学法人沖縄県立芸術大学運営費

交付金等交付事業の増による大学運営費の増や、国

スポ・全スポ準備室の設置に伴う職員給与費の増に

 よるものであります。

文化観光スポーツ部としましては、引き続き、観

光、文化、スポーツ振興、交流推進に必要な施策を

 積極的に進めてまいります。

以上で、文化観光スポーツ部所管の令和７年度一

 般会計当初予算の概要説明を終わります。

 御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

○新垣淑豊委員長　文化観光スポーツ部長の説明は

 終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度挙手により委員長の許可を得てから

行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたし

 ます。

それでは、文化観光スポーツ部に係る甲第１号議

 案に対する質疑を行います。

 上原快佐委員。

○上原快佐委員　よろしくお願いします。 

４つの事業について質疑しますけれども、スポー

ツツーリズム戦略推進事業、そして令和 16年

（2034年）第88回国民スポーツ大会開催準備事業、

そして国際スポーツ交流拠点形成事業、そして観光

人材確保支援事業、この４つの事業について質疑を

 させていただきます。

まず最初に、スポーツツーリズム戦略推進事業に

 ついて概要をお願いいたします。

○宮城直人スポーツ振興課長　お答えします。 

本事業は、沖縄の温暖な気候とスポーツ資源を活

用した観光メニューであるスポーツツーリズムの普

及促進を図り、スポーツを沖縄観光ブランドの一つ

として確立することで、国内外からの誘客を促進す

 ることを目的に実施している事業となっています。

具体的には何本かあるんですけれど、主なものと

しましては、プロ野球キャンプの来訪者の誘客の促

進をする事業、サッカーキャンプの誘致促進、競技

場の受入れ環境整備をする事業、それからこれは全

体に係るんですけれど、国内外のスポーツ合宿等の

スポーツコンベンションを誘致促進していく事業な

 どがございます。

○上原快佐委員　スポーツをその観光の一つの資源

として活用する、さらに活用していくということで、

非常に意義のある事業だと思いますけれども、これ

根本的にというか、スポーツの場合、見るものとや

 るものがありますよね。

今の御説明だと、どちらかというと見るところに

力点を置いているような気がするんですけれども、

やるほうのスポーツのほうが、実際経済効果として

は高いように感じるんですけれども、そこら辺の見

 解というのをお伺いできますか。

○宮城直人スポーツ振興課長　見るスポーツと、そ

れからするスポーツ、そこの経済波及効果というの

は比較検討をしたことはないんですけれど、ただ見

るものは、特にプロ野球キャンプについては、昨年

 度178億円の経済効果がございます。

全体がスポーツコンベンションの経済効果は約

 391億円ということで、昨年度はまとめております。

そのうちの、プロ野球キャンプが178億、それから

サッカーキャンプ、これも22億ということで、サッ

カーのほうはチームが20チームぐらい来てというこ

とで、プロ野球よりはチーム数が多いんですけれど、

それよりもやっぱり観客が来ている効果が高いかと

 思います。

そういうことで全体的に見ると、プロスポーツに

ついては非常にファンが多いということで、それを

見にこの冬春期にたくさんのファンが来県している

 というところがございます。

ただ、プレーヤーといいますか、するスポーツに

ついても、今後沖縄で合宿をどんどん盛んにしていっ

て、そこが非常に競技成績にいい効果があるという

ことで、またスポーツアイランドということでブラ

ンド化をしていったら、沖縄でトレーニングを早め

に仕上げて実践に生かして、それがまたつながった

ということで、ブランド化に通じていくということ

もありますし、そういったことで、いろんな種目の

選手がたくさん来ることが非常に期待されるところ

 であります。

○上原快佐委員　見るスポーツももちろん大事なん

ですけれども、ぜひこのするスポーツの経済効果と

いうのをもうちょっと研究していただきたいなとい

 うところです。

するスポーツに関しては、いろんな研究論文とか

ありますけれども、大体、見るスポーツの経済効果

としては、大体５倍とか６倍とかという研究もある

ぐらいなので、例えば個人競技のゴルフであったり
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だとか、テニスであったりだとか、もちろん、そこ

ら辺見る部分も大きいと思うんですけれど、どちら

かというとするほうが結構メインな部分も多いのか

なと思うんで、そこら辺もう一度するスポーツにつ

 いての見解というのはありますか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　お答えいたしま

 す。

実は、スポーツ分野については大きく３つのカテ

 ゴリーで推進しています。

今、スポーツコンベンションをお話ししましたけ

れど、生涯スポーツ、競技スポーツ、この３つの柱

 で政策を推進しております。

今、委員がおっしゃるように、するスポーツ、県

民がするスポーツですね。その部分については経済

効果という数値的なものはまだ出してはないんです

が、この辺は今後研究していきたいと思いますし、

この３本柱でしっかり県民のスポーツを浸透させる、

 施策を取り組んでいきたいと思っています。

○上原快佐委員　県民だけじゃなくて、ツーリズム

なので、ぜひ県外から、そして国外からもそういっ

たスポーツ人口というのは、アジア、この周辺だけ

でも20億人ぐらいのマーケットがあるわけですから、

そこら辺ぜひいろいろ研究して、どのスポーツが最

も経済的な効果が高いのかということも含めて、そ

れに基づいてどのスポーツのどの競技場を整備して

いくのかという計画にもつながってくると思うので、

 ぜひお願いしたいと思います。

続いて、そこにかかってくるんですが、国民スポー

 ツ大会開催準備事業の概要についてお伺いします。

○宮城直人スポーツ振興課長　お答えします。 

令和16年度に沖縄県で開催を予定している第88回

国民スポーツ大会・第33回全国障害者スポーツ大会、

これに向けて、各市町村、関係団体や競技団体で構

成する沖縄県準備委員会、これを昨年の11月に立ち

上げましたけれど、その運営を今後やっていきます

が、運営に加え、競技施設に係る詳細の調査、それ

からジュニアアスリートの育成であるとか、競技団

体のスポーツデジタルツールの活用の促進など、そ

ういった競技力向上に取り組んでいくと、そういっ

 た内容の事業になっております。

○上原快佐委員　その中で、議会質問の中でも取り

上げましたけれども、県総合運動公園の様々なスポー

ツの整備、そこについての、例えばこの国体に向け

た中で、土木建築部とどういった形で連携している

 のかという連携状況をお伺いします。

○宮城直人スポーツ振興課長　県総合運動公園の所

管は土木建築部になりますけれど、そこのテニスコー

トについての整備の件について、テニス協会と、そ

れからソフトテニス協会、両方から陳情が来ている

 ということは、こちらとしても認識しております。

土木建築部の答弁では、国民スポーツ大会の今後

の会場地選定の状況を見てということで考えている

ということなんですけれど、会場地選定は令和７年

度の国民スポーツ大会準備委員会の事業で詳しく

やっていく予定となっていますので、まだ両部でこ

の件についてはどうするということは具体的に進ん

でいないところであるんですが、ただ、大きな大会

をするコートとしては、県総合運動公園が16面あり

 ます。

それからあと、奥武山公園も13面ありますので、

そのどちらかなということがありますので、これを

にらみながら、競技団体ともどうしていくのという

ことで、今競技団体のほうが県総合運動公園という

ことで希望していますので、そういった調整もやっ

ていく必要があると思いますので、ここは令和７年

度に取り組んでいきたいなというふうに考えており

 ます。

○上原快佐委員　ぜひ競技団体と速やかにその調整

をして、なるべく早めの整備と、庭球場の整備とい

うものもなるべく早めに進めていただきたいと思い

 ます。

次に、このスポーツ関係で最後ですけれど、国際

スポーツ交流拠点形成事業の概要をお願いいたしま

 す。

○宮城直人スポーツ振興課長　本事業、新規なんで

すけれど、経済効果であるとか、それから社会効果

が見込める国際スポーツ大会を沖縄に誘致し、その

開催支援に取り組むことで、スポーツを通じた振興

 を図っていくということを目的としています。

今年度については、９月５日から開催予定となっ

ています、ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第32回ＷＢＳ

ＣＵ－18野球ワールドカップ、この開催に向けて大

会の支援、それから周知広報、県内の機運醸成、そ

れから戦後80年ということもあり、世界から12か国

の選手が来ますので、沖縄についても、また、平和

の学習とか、交流とか、そういったものにも取り組

 んでいこうという内容になっております。

○上原快佐委員　野球以外のスポーツについてはい

 かがでしょうか。

○宮城直人スポーツ振興課長　事業の目的が経済効

果、それから社会効果が非常に見込める国際スポー

ツ大会ということでありますので、野球以外も当然、
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 予定するところであります。

今後、次にまた沖縄に合った国際大会は、あるい

は全国大会でもいいんですけれど、大きな大会を研

究しながら、引き続き令和８年以降も取り組んでい

 きたいというふうに考えております。

○上原快佐委員　ちなみに経済効果等も検証してい

くとは思うんですが、各スポーツ分野におけるその

経済効果の検証というのをやったことはあるんです

 か。

○宮城直人スポーツ振興課長　経済効果の実績とし

ましては、昨年度ありましたＦＩＢＡワールドカッ

プ、バスケットボールですね。それについては、最

終的な経済波及効果として107億円というのが出てお

 ります。

これは終わった大会でありますけれど、それ以外

のいろんな種目がどれぐらいというのは、具体的に

 はやっておりません。

○上原快佐委員　今後、何かしら検証していく予定

 というのはあるんですか。

 検証というか研究ですね、各スポーツ分野の。

○宮城直人スポーツ振興課長　そうですね、スポー

ツコンベンション、スポーツっていろんな種目がご

ざいますので、いろんな可能性が沖縄にはあるんで

すけれど、沖縄のこの地域特性であるとか、スポー

ツ施設の資源、そういったもの、それからあと、ど

こから選手、それから観客といいますかね、お客さ

んを誘致できるかとか、そういった面も、アジアに

も近いという地理的な優位性もあるんですけれど、

そういったこともいろいろ考慮しながら、どういっ

た大会がいつ頃あってということをいろいろ研究を

しながら、今後考えていきたいなというふうに思っ

 ております。

○上原快佐委員　やはり地理的な特性というものは

非常に大事で、沖縄の場合は冬でも、例えばゴルフ

であったり、テニスであったり、自転車であったり

 できますよね。

そういったことを踏まえての、このスポーツごと

の経済効果というのをぜひ検証していただきたいん

 ですけれども、そこら辺いかがですか。

○宮城直人スポーツ振興課長　経済効果もそうです

けれど、沖縄で誘致するにはいろんなコストもかかっ

てくることもあるんですけれども、やりやすい、ふ

さわしい種目、大会は何かという、そういったもの

も含めて、それから航空路線が飛んでいて誘客しや

すいとか、いろんな面も総合的に考えながら、こう

 いった研究をしていきたいと考えております。

○上原快佐委員　ありがとうございます。 

最後に、観光人材確保支援事業について、概要を

 お伺いいたします。

○山川優観光振興課長　本事業は観光業界の人手不

足を解消し、好調な沖縄観光需要に対応できる受入

環境を整えることで、観光客の満足度向上を図って、

持続可能な観光を推進することを目的に実施するも

 のです。

○上原快佐委員　これは前年に比べて大幅に予算が

増えていますけれども、この要因というのは何でしょ

 うか。

○山川優観光振興課長　令和６年度は、国の財源を

活用して同じような事業のほうを実施しているとこ

 ろです。

一方で、沖縄県の観光業界における人手不足が継

続しているということがありまして、このため令和

７年度は沖縄観光振興基金の事業を使いまして、同

様の事業をこれまで基金で使っていたものを拡充す

 る形で増額しているところです。

 以上でございます。

○新垣淑豊委員長　次呂久成祟委員。 

○次呂久成崇委員　よろしくお願いします。 

 今のちょっと続きでお聞きしたいと思います。

観光人材確保支援事業についてですが、今観光業

界の人材不足の現状についてですね、改めて確認し

 たいと思います。

○山川優観光振興課長　県では、昨年５月に県内観

光関連産業を対象に観光業における人材確保に向け

た施策要望とアンケート調査というものを実施して

 ございます。

そこにおいては、回答者の約65％が人手が不足し

 ていると回答しているような状況です。

これはまた民間の企業が、昨年10月に旅行宿泊業

での調査を行っているんですが、そこでも深刻な人

手不足とか、あとどちらかといえば人手不足と回答

した企業の割合が76.4％というのが出てございます。 

日々、我々も観光業界の方々と意見交換する機会

もございますので、そういったところで人手不足の

 状況が続いているものと考えております。

○次呂久成崇委員　今のは県全体だと思うんですけ

れども、例えば、宮古、石垣とか圏域とかというの

 でも、この状況というのは把握されていますか。

○山川優観光振興課長　すみません、全体の調査と

 いうことで圏域ごとというのはございません。

○次呂久成崇委員　では、具体的な取組について

 ちょっとお聞きしたいと思います。
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○山川優観光振興課長　令和７年度の具体的な取組

ということで、観光業界の人材不足、人手不足を解

消するということで、主に３つ取組を行う予定にし

 ております。

まず、１つ目が観光事業者と求職者のマッチング

を促進するため、国内外での合同就職説明会、イン

ターンシップの受入れ、あと職場見学バスツアー、

お仕事体験イベント、あと観光現場で働く魅力を伝

 える広報などを実施する予定です。

２つ目としまして、これは特に秋口のバス乗務員

の不足というものが続いているんですが、県外から

そういった乗務員等を受け入れる貸切バス事業者に

 対し、受入れに必要な経費を補助するというもの。

それから３つ目といたしまして、海外、県外等か

らの人材受入れに必要な経費を補助するという、主

 に３つの取組になってございます。

○次呂久成崇委員　国内外での合同就職説明会の開

催なんですけれども、この内容と、例えば対象者と

 いうのをお聞きしたいと思います。

○山川優観光振興課長　合同就職説明会では、対象

としましては学生さんももちろんそうなんですけれ

ども、中途の方々も対象としておりまして、参加す

る企業のほとんどが学生さんも含め、中途採用も対

 象に求人を求めているような状況でございます。

○次呂久成崇委員　この取組でやはりこの学生さん

もそうなんですけれど、やっぱり中途採用の皆さん

も、離島での就職というか、離島で働くということ

に対しては、なかなか周知も含めて十分ではないと

いうふうに思いますので、ただ、離島での観光人材

不足というのはかなり深刻だと私も受け止めていま

すので、ぜひそこらの説明会の在り方も含めて検討

 をまたしていただきたいと思います。

 次に行きたいと思います。

次は、資料３の３の12ページをお願いいたします。 

持続可能な国際観光景観事業について伺いたいと

思いますが、これは今年度からの事業なんですけれ

ども、この従来の道路維持管理と比較して、実際ど

のように違うのかということで、この効果、成果、

今始まったばかりなんでちょっと難しいかもしれま

 せんが、取組等についてお聞きしたいと思います。

○山川優観光振興課長　本事業は、沖縄らしい世界

水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観を実現し、

持続可能で魅力的な国際観光地を形成することを目

 的として実施するものでございます。

本事業を活用しまして、那覇空港周辺、あるいは

美ら海水族館につながる県道114号線など、最重点管

理路線５か所につきまして、観光地にふさわしい植

栽基盤等の改良、高木、低木更新等の魅せる沿道景

観の整備を実施するとともに、景観アドバイザーを

活用しながら、官民連携による維持管理体制の構築

 などを実施することとしているものです。

なお、この事業につきましては、土木建築部へ予

算分任を行いまして、連携して事業を実施していく

 ものとなってございます。

○次呂久成崇委員　この事業は令和８年度までとい

うことなんですけれども、その後の維持管理体制の

構築というのも含めて、この事業を期間中に実施し

 ていくというような認識でよろしいんでしょうか。

あと、それと今重点的に５か所ということなんで

すけれども、これは８年度までの事業が５か所とい

うことで、さらなる拡充とかというのもあるんでしょ

 うか。

○山川優観光振興課長　まず、事業対象の５か所以

外の部分につきましてですけれども、この事業では

モデル事業として、その５か所ということをやるこ

 とになっております。

この事業対象の５か所以外につきましては、モデ

ル事業の成果を踏まえて、財源等も検討する必要が

あるんですけれども、国庫補助金だったり、沖縄振

興予算だったり、そういった新たな財源の確保に努

めながら、土木建築部と一緒に連携してやっていく

ものでございますので、そういった良好な沿道景観

形成が図られるように、取組を今後も検討してまい

 りたいと考えております。

○次呂久成崇委員　ありがとうございます。 

では、次、同じく13ページのほうに行きたいと思

うんですけれども、観光危機管理対策事業について、

これは新規事業ということですので、ちょっと事業

概要、あと実施内容等について説明を伺いたいと思

 います。

○山川優観光振興課長　本事業は、災害などの観光

危機に対応するため、平常時からの減災対策、あと

危機対応への準備、危機への対応等の観光危機管理

 対策を実施するものとなっております。

具体的には、台風を含めて、自然災害全般を対象

とした観光危機管理ネットワーク会議を設置・運営

 すること。

また、現在図上訓練というものを本島において行っ

ているんですけれども、そうしたものを離島圏域に

おいても図上訓練を実施していきたいということも

 考えております。

あとそれから、コロナ禍を明けましてインバウン
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ドの方々の来沖の状況がかなり増加しておりますの

で、そういった外国人観光客を含めて、安全確保に

係る情報発信を強化していきたいということを考え

 ているところでございます。

○次呂久成崇委員　今回から離島地域のほうでも訓

練を実施していくということなんですけれども、実

際に強化構築をしていって、この主体になるのは、

もちろんこれは県の事業ですので県だと思うんです

けれど、自治体の役割というのはどうなるんでしょ

 うか。

○山川優観光振興課長　県でも災害が起こった場合、

災害対策本部とか設置されて、県全体として動いて

いくということにありまして、また市町村は市町村

の役割としまして、例えば観光客の文脈でいけば、

例えば避難場の設置だとか、そういったものが市町

村の役割として一般的な災害対応として求められて

 いるところでございます。

この観光危機管理では、そこを補完するというこ

ともありますけれど、甚大な災害が起こった場合と

いう想定でいきますと、そういった観光客がまず避

難して、それから観光客ですので県外に帰っていか

ないといけないんですけれども、その帰宅者支援と

いうのを県の観光部局としてはやることになってい

るんですが、そこは市町村と一緒になって連携して

 やっていくということになっております。

○次呂久成崇委員　これはこの対策事業を行って、

例えばこのマニュアルを作成するとか、計画を策定

するとかというような取組になるのかということを

確認したいんですけれども、例えば離島のほうでは、

この自然災害となった場合に、どうしても空港は石

 垣にしかありません。

ただ、自然災害の場合は、離島から石垣のほうに

 移動するときは船舶になるんですよね。

ただ、その船舶に、港に行くまでも、やはり離島

のそれぞれの地域事情があって、公共交通機関とい

うのはきちっと整備されているわけでもないですの

で、まずはそこからの移動とかというところで課題

 が多分幾つも出てくると思うんですよ。

それは恐らく図上訓練だけでは把握できるもので

はないというふうに思いますので、やっぱりしっか

りこの現場、地域、島々を見てというところも必要

になってくるんではないかなというふうに思います。

それをしっかりと落とし込んでいかないと、実際に

幾らこの対策事業で取り組んだとしても、これはも

う絵に描いた餅でしかないかなというふうに思いま

すので、実際にこの事業計画であったりとか、マニュ

アルという作成のところまで考えているのかという

 ことをお聞きしたいと思います。

○山川優観光振興課長　現在でも、市町村を対象に

観光危機管理対応の勉強会というものを開催してご

ざいまして、例えば、今年度でありましたら７月に

宮古・八重山圏域で実施しておりますし、また、10月

 に久米島のほうで実施しているところです。

その中で、市町村のそういった観光危機管理に係

るような計画だったり、マニュアルだったり、そう

 いったところの支援を行っているところです。

まず、その観光危機管理自体が計画に基づいて行っ

ておりますので、図上訓練の中でも、現状でも一応、

離島の方にも参加を呼びかけて参加していただいて

ですね、その中でもいろいろな課題、例えば石垣市

であればクルーズ船が来た場合に、そこの避難収容

をどうするかとか、そういった課題をいろいろいた

だいていますので、そういったものをいろいろ意見

交換しながらですね、既存のマニュアル、あるいは

市町村が策定されるマニュアル等の向上に向けて支

 援を取り組んでいきたいと考えております。

○次呂久成崇委員　ぜひ自治体とですね、連携して

 取り組んでいただきたいなと思います。

次に、この下のほうのですね、サステナブルツー

リズム推進事業についてちょっとお聞きしたいんで

すけれども、ここで言うですね、観光の諸課題とい

うのを各地域、圏域ごとにもあるかと思うんですけ

れども、これはどのように把握されているんでしょ

 うか。

○山川優観光振興課長　サステーナブルツーリズム

ということで、沖縄県自体が世界から選ばれる持続

可能な観光地の形成を目指しておりまして、まさし

くサステーナブルというのは持続可能なツーリズム

 観光地ということでございます。

それの観光諸課題につきましてはですね、市町村、

あるいは観光協会等と意見交換をして整理している

 ところでございます。

例えば、今あるようなものでいけば、本部の備瀬

のフクギ並木の場合の無断立入りがその地域の中に

あるとか、あとは万座毛で、クルーズ船で一度にた

くさん観光客が来られるような状況が発生している

とか、あと、近くの国際通りでもごみ問題だとかで

すね、そういった市町村等と意見交換しながら、そ

ういった課題の洗い出しをしているところでござい

 ます。

○次呂久成崇委員　八重山のほうでも、反社会とい

うんですかね、半グレの皆さんとかが勝手に海岸を
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管理して営業したりとかというところも見受けられ

て、かなり地元の皆さんからの苦情等も寄せられた

 りしているんですよ。

実際にこの課題解決するときにですね、こちらの

資料のほうにもあるんですけれども、このハンズオ

ン支援というのは、専門家派遣してその課題解決を

図るということなんですけれども、これはどこがど

ういった専門家を選んでですね、そこに解決を依頼

するという、この構図になっているのかというのを

 ちょっとお聞きしたいなと思います。

○山川優観光振興課長　このハンズオン支援につき

ましては、まず市町村のほうから、特定のどの専門

家というのは、ある分野の、これまでの関係でそう

いったお願いしている方々とかいるんですけれど、

基本的には市町村からの要望を受けましてですね、

人選を行いまして、県のほうでマッチングして派遣

 するということになります。

○次呂久成崇委員　すみません、最後に１つですね、

観光客の受入れと住民生活の質の確保の両立という

ふうにあるんですけれども、私、これを読む限りで

はオーバーツーリズムとかの対策、対応なのかなと

いうふうに思ったんですけれども、そういった考え

 のほうでよろしいんでしょうか。

もしそうであればですね、実際にどういった取組

というのを想定して、ここに事業として掲げていく

 のかというのをお聞きしたいと思います。

○山川優観光振興課長　サステーナブルツーリズム

自体はですね、観光客、事業者、あと県民・住民の

方々の三方よしということで、その方向性で取組を

 進めていきたいと思っております。

現在、検討委員会を設置してですね、サステーナ

ブルツーリズムの在り方について議論を行っている

ところでして、それを宣言のようなもので発するこ

 とができないかなと思っているところです。

そこから、またいろいろ観光客、事業者、県民そ

れぞれがどういった取組をしていくのかというとこ

ろをですね、そういう行動指針みたいなものも作成

しまして、関係要路のほうに発信してですね、でき

るだけ幅広くそういったサステーナブルの考え方を

周知させていただいて、その中で観光客、住民の満

足度の向上、質の確保が得られるような施策を展開

 していきたいと考えているところです。

○次呂久成崇委員　終わります。 

○新垣淑豊委員長　上原章委員。 

○上原章委員　お願いします。 

私も資料３の３、今の次呂久委員からもありまし

た観光危機管理対策事業についてお聞かせ願いたい

 と思います。

先ほど平時、あと有事の取組ということで、資料

も頂いたんですけれど、この観光危機管理ネットワー

ク会議の設置運営とありますけれど、この会議はど

 ういった方々が構成されるんでしょうか。

○山川優観光振興課長　これまでですね、台風時の

観光客対策協議会というのがございまして、これは

 ビューローの中に設置されておりました。

これは昭和60年から設置された、台風のときの災

害ということで、協議会ということで設置されて、

県も一緒になってやっているんですけれど、それ

ちょっと発展、解消する形でですね、今度は県の中

にこのネットワーク会議というものを、台風だけじゃ

なくて、幅広く津波とか地震災害にも対応できるよ

うな協議会をつくりたいということで設置している

 ものです。

構成メンバーとしましては、ホテル組合だったり、

航空会社だったり、あと市町村も含めて、今はまだ

立ち上がっていないもんですから、そこを今検討し

ているところなんですけれども、そういった公的な

機関、航空会社とかそういうのも含めてですね、今、

 構成メンバーを検討しているところでございます。

○上原章委員　これは自衛隊も入りますか。 

○山川優観光振興課長　今のところ、自衛隊のほう

 は想定しておりません。

○上原章委員　これまで図上訓練、いろいろやって

いると思うんですけれど、特に、いざ台風、災害が

起きたときの観光客を守るだけではないとは思うん

ですけれど、とにかくそういったのが起きたときの、

有事の際にどこが指揮を執るところになるんですか、

 どこにそれは置かれるんですか。

○山川優観光振興課長　まず災害の程度にもよると

思うんですけれど、県の対策本部が立ち上がります

と、その県の対策本部の中でいろいろな対策が取ら

 れます。

その中に、文化観光スポーツ部ももちろん入って

いるんですけれども、そこの指揮命令系統というん

ですかね、そこからの指示に基づいて我々も動くこ

 とになります。

我々としては、基本大きな災害が起こったと仮定

した場合にですね、例えば住民の避難、観光客も含

めて避難所の設置とか、その地域にどういう方々が

いるかってのは、これは市町村が基本的に確認する

 というふうになっているものと認識しております。

とはいっても、災害のときにですね、いろいろな
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ことが起こるわけですが、我々はまた我々のネット

ワークで、そこにない情報がもしあった場合に、我

々のほうでもその情報収集だったりをできないかな

というような、基本的にはその災害の規模にもより

ますけれど、対策本部が設置されて、そこの指揮命

 令系統で我々も動くことになると思います。

○上原章委員　今、国内外、多くのお客さんが沖縄

を本当に楽しみに訪れているんですけれど、例えば、

約２年前の2023年８月にＵターン台風が５日間吹き

荒れて、本当に多くの人が、家族を含めてですが、

足止め食ってしまったときに、もう本当に宿泊する

ところを探し求めて、どこにこれを問合せすればい

いのかとかあったんですよ。こういったのに対応で

きるように、今はできているってことでいいんです

 か、県が。

○山川優観光振興課長　今、上原委員おっしゃるよ

うに、2023年の台風６号でしたかね、そのときの反

省点といいますか、そこも踏まえて実際に今動いて

いるところではあるんですけれど、例えばコンタク

トセンターといいまして、観光案内所も閉まったり

する場合もあるんですけれど、電話とかメールでで

すね、観光コンタクトセンター、これは多言語も含

めて対応できることになっているんですけれど、そ

こにいろいろ情報をもらえるような仕組みも整えて

 ございます。

あとはビューローのほうでやっているおきなわ物

語というウェブサイトがあるんですが、そこでも宿

泊先が足りないとかですね、そういった情報も発信

 するようになっていると聞いています。

○上原章委員　ぜひですね、いざ起きて初めて、こ

の危機管理というのは本当、反省等が多いんですけ

れど、あのときの教訓等を本当に徹してですね、生

 かしてもらいたいなと思っております。

あのときに、実は那覇市役所はロビーを開放して、

ホームページでも、災害避難所に指定されているの

で、あそこはペットもオーケーで、当時１階のホー

ルにテント20張りやって、市民もそうですけれど、

観光客もそこで避難した。あれも十分大きかったん

ですけれど、県庁というのはそういった避難指定さ

 れているんでしょうか。

○山川優観光振興課長　県庁自体は指定されていな

いと認識しているんですけれど、例えば災害が起こっ

たときの避難所の設置は市町村のまず役割となって

おりまして、市町村からですね、我々のほうに要請

が来た場合に、例えば観光客のが足りないというこ

とで来た場合には、我々が間に立ってですね、県有

施設を避難所として調整して設置するということも

 求められているところです。

あと、このスキームでは備蓄の支援というのも入っ

ておりまして、そういったホテル等と協定結んでで

すね、我々の備蓄をそこに置いておくというような

 ことも想定しているところでございます。

○上原章委員　もう時間がちょっとぎりぎりなんで

すけれど、さっき備蓄って出ましたけれど、本当、

県、あれだけの大きな１階ロビーもあるんですけれ

どね、備蓄もこういったときにどのぐらい確保され

 ているのか、ちょっと教えてもらえませんか。

○山川優観光振興課長　すみません、県庁自体の備

蓄ってのはちょっと今、把握してはいないんですけ

れども、我々のそのスキームで言うところの備蓄の

考え方としては、前回の台風のときのようなものを

踏まえて、６日間対応できるような備蓄ということ

 で想定しているところでございます。

○上原章委員　これ、観光客に特化したものですか。 

○山川優観光振興課長　これは観光客に特化したも

 のでございます。

○上原章委員　それで、私は先ほど自衛隊の話をし

ましたけれど、自衛隊もいざとなった場合、災害の

救助に行くときに、毛布とか、テントとか、もうい

ろいろなものがやっぱりすぐ対応できるようになっ

 ていると聞いているんですよね。

そういう意味では、こういう沖縄が、観光立県の

中で、いざというときにやっぱり自衛隊の皆さんと

 の連携も大事だと思うんですが、いかがですかね。

○山川優観光振興課長　先ほどもちょっと御説明さ

せていただいたんですけれど、基本的に大きな災害

になりますと、対策本部が立ち上がりまして、我々

はそこに入っていくもんですから、そこで観光客へ

 の支援というのを厚くやることになっております。

県の、もちろん訓練においては、自衛隊の方々も

参加されておりますし、我々も必要があれば、そこ

 は柔軟に対応していきたいと思っております。

○上原章委員　もうぜひ、これはもう急を要するこ

となんで、災害が起きたときはですね、常にこの辺

 の連携は取っておいていただきたいと思います。

あともう一点、観光人材確保支援事業、こちらな

 んですが、24ページ。

この中で、国内外から観光人材受入れを支援する、

国内外からの人材受入れに係る経費を補助する、こ

 の中身を教えてもらえませんか。

○山川優観光振興課長　国内外からの受入支援とい

うことですけれども、海外での説明会での費用であっ
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たり、そのときの交通費であったり、あと人材採用

のための広告費、あと例えば渡航費だとかですね、

あとは転居費用、それから住居確保などが支援の対

 象となってございます。

○上原章委員　今回、約２億から４億、予算も倍増

しているんですけれど、特にこの紹介手数料という

のが入っているんですけれどね、これ例えば観光業

界、ホテルとかが外国人のスタッフを雇用するとき

に、仲介料というのも、じゃ県のそういった予算を

 使えるってことですか。

○山川優観光振興課長　これは県外からも使えます

 し、あと海外からも、両方使えます。

○新垣淑豊委員長　瀬長美佐雄委員。 

○瀬長美佐雄委員　お願いします。 

資料３の４の18ページ、先ほど観光人材確保事業

について議論されていますが、まず観光産業の働く

賃金自体を処遇改善というのを進める必要もあろう

かと思っていて、事業としては別でしょうが、観光

業界のそういった面での改善が見られるということ

 なのか、もし分かるのであれば伺います。

○大城清剛観光政策課長　ハローワーク沖縄により

ますと、本県の観光関連産業の代表的な業種である

旅館、ホテル、乗り物、接客員の求人賃金は年々上

 昇していると。

特にフルタイムの伸びが大きくなっておりまして、

令和５年と令和元年を比較するとですね、フルタイ

ムで18万6000円余りから22万5000円余り、21％の増

 加となっていると。

あと、パートタイムで時給954円から1127円で、

18.1％の増加となっているという状況でございます。 

私たち、いろいろ観光事業者の方とか、勤めてい

る方々に話しても、もう時給のほうもかなり上がっ

ておりまして、国際通りだと飲食業とか、もう1500円

からでもなかなか来ないよと、そういう話も聞きま

すし、もうもはや観光業は低賃金と言えないんじゃ

ないかとか、そういう話も皆さんよくおっしゃって

 いるような状況でございます。

○瀬長美佐雄委員　19ページの沖縄文化の継承発展

普及事業に関して、①チムグクルでつなぐ文化芸術

振興基金事業、基金を使った事業、これのどのよう

 な取組をするのか伺います。

○佐和田勇人文化振興課長　お答えします。 

県では、沖縄県文化芸術振興条例等を定め、伝統

文化の保存・継承・発展及び芸術の振興など、様々

 な施策を実施してきました。

令和７年は、さらに当該施策の強化拡充のため、

安定的な財源を確保する必要があることから、今議

会において沖縄県文化芸術振興基金条例案及び基金

の積立金として２億5000万円を提案し、可決してい

 ただいたところです。

令和７年度当初予算に計上しております、チムグ

クルでつなぐ文化芸術振興基金事業では、実演家、

アートマネジメント人材等の育成に係る取組と、ま

た県民一人一人が芸術文化に触れ親しむ機会の創出

 を図る取組を実施する予定としてございます。

○瀬長美佐雄委員　それで、具体的に既に事業をこ

ういった形で進めるというのが決定されているので

 あれば、それの確認です。

○佐和田勇人文化振興課長　まず１つ目ですね、チ

ムグクルでつなぐ文化芸術振興基金事業という事業

名なんですけれども、これは予算額5085万円を計上

 しております。

失礼しました、事業名はチムグクルでつなぐ文化

芸術振興基金事業で、その細事業としまして、１つ

が新作舞台制作を通した担い手育成事業、２つ目が

未来につなぐもっと沖縄コンテストという２つの事

 業を、今計上しております。

１つ目が、新作舞台制作を通した担い手の育成事

業、これは世界に通用する新作舞台の制作を通した

実践家、そしてアートマネジメントの人材、その他

の舞台スタッフ、裏方のプロデューサーとか演出家、

あるいは大道具、照明などの若手人材の育成として

 おります。

目的としましては、世界に通用する新作舞台の企

画制作、また国内外での講演を通して舞台制作に携

わる実演家、アートマネジメントの人材、舞台制作

スタッフなどの若手人材を育成するということにし

 ております。

 これは５年間を予定しております。

効果としましては、本県の文化産業を牽引する若

手人材が養成されることと、２つ目に国内外を視野

に入れた新作舞台を制作することで、新たな客層の

獲得や、また舞台公演の自走化を図ることとしてお

 ります。

もう一つ、２つ目の未来につなぐもっと沖縄コン

テストという事業でございますが、目的としまして

は文化芸術に触れ親しむ機会を創出するということ

で、県民に文化芸術活動による喜び、あるいは誇り

を実感してもらい、心豊かで活力ある地域づくりを

 図るということとしております。

効果としましては、文化芸術活動に親しむ県民割

合の増加、２つ目が文化芸術活動を通して地域の連
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帯感の高まりや居場所づくりとさせていただいてお

 ります。

 この２つの事業でございます。

○瀬長美佐雄委員　期待したいと思います。 

続きまして、②おきなわの心「チムグクル」継承

・発信事業、これも新規なので、概要とどういった

 事業をやっているのか伺います。

○佐和田勇人文化振興課長　本事業は、戦後80周年

平和祈念事業としまして実施することとしておりま

して、戦後80年の節目に、平和を希求する沖縄の心

を県内外に発信するとともに、沖縄の歴史や文化に

関する県民の理解を深め、普遍的価値を再発見する

 取組を行うこととしております。

具体的には、国立劇場おきなわでの平和を希求す

る沖縄芝居の公演、そして県立博物館・美術館での

戦災文化財等に関する企画展、戦後復興した地域の

伝統芸能に関するドキュメンタリーの撮影など、９つ

の取組を教育・文化機関等と連携し実施することと

 しております。

これらの取組により、ユイマール、あるいはチム

グクルといった沖縄の精神の基となる沖縄の文化の

理解を深め、県民一人一人が沖縄の歴史や沖縄戦に

ついて学び、次世代へ継承することを目的としてお

 ります。

なお、本事業は令和７年度新規事業であるため、

 予算額が皆増となっております。

○瀬長美佐雄委員　９つの事業ということで、事業

名だけでいいですが、どんな感じで進めるのか伺い

 ます。

○佐和田勇人文化振興課長　まず１つ目が、済州島

 と沖縄及び日本の芸能公演ですね。

２つ目が、アジア太平洋地域クリスマス祝賀演芸

大会。これは戦後一番最初、1945年の12月に、石川

の城前小学校というところで催された演芸を再現す

 るという取組です。

 ３つ目が、全国巡回阿波根昌鴻写真展。

 ４つ目が、地域芸能ドキュメンタリー。

５つ目が、お笑いで見る沖縄の戦後史、笑いましょ

 う沖縄。

 ６つ目が、戦災文化財と流出文化財企画展。

７つ目が、ベトナム記憶の風景展及び戦ぬ前沖縄

 文化の近代展。

 ８つ目が、伝統芸能でつなぐ平和の心。

 ９つ目が、平和を希求する沖縄芝居の公演。

 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

③のほうに、これもまた新規事業になっています。

伝統文化活性化事業ということなので、その概要に

 ついて伺います。

○佐和田勇人文化振興課長　本事業は、まず独自の

多様な文化を保全・継承するとともに、新たな文化

の創出を図るため、国内外、県内外における沖縄の

伝統文化の認知度向上及び理解を促進する取組を行

いまして、文化芸術関係者の活動機会を確保するこ

 とを目的としております。

具体的には、沖縄の伝統文化に関する国内外にお

ける伝統芸能の舞台公演など、イベントの開催及び

ユネスコ無形文化遺産登録に向けた調査研究などを

 行い、交流人口の拡大を図ります。

また、併せて県内若年層に対する伝統文化の鑑賞

機会を提供しまして、沖縄の歴史や文化の理解を深

め、文化芸術関係者の活動機会を確保し、文化の継

 承・発展につなげてまいります。

本事業も７年度新規事業であるため、皆増となっ

 ております。

○瀬長美佐雄委員　４番目に、文化発信交流拠点整

備事業、これはどのような事業になるかを伺います。 

○佐和田勇人文化振興課長　県では、平成25年度に

文化発信交流拠点整備基本計画、そして平成30年度

に実施計画案を策定しまして、芸能団体等と意見交

 換を行ってまいりました。

一方でこの間、県内では新たな施設整備が進んで

きておりまして、令和５年度調査では、新たな拠点

設置のニーズは少なく、道具類の保管場所や駐車場

 を備えた稽古場のニーズが多く示されました。

県としましては、調査結果を踏まえ、令和７年度

当初予算に新たに、組踊保存会及び琉球舞踊保存会

の道具類保管費用及び県内文化芸術団体等の稽古場

使用費用への支援のための経費を計上しております。 

○瀬長美佐雄委員　保管庫という規模なのでこの金

額かなと思いますが、これはもう、拠点として１か

所どれぐらいの保管庫という形になるんでしょうか。 

○佐和田勇人文化振興課長　まず、道具類の保管場

所につきましては、国指定重要無形文化財２団体ご

ざいます。そこには５割以上の補助率で、年間240万

円程度の補助をすることを想定し、予算を今計上し

 ております。

また、補助につきましては稽古場及び駐車場の使

用料を補助対象とすることを想定しておりますが、

県内団体の聞き取りから、使い勝手のよい劇場とし

て無料の駐車場を有する国立劇場おきなわが多く挙

げられておりますことから、同劇場で同様の稽古を
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行った場合に要する費用を超えた分を補助すること

 としております。

こちらは、１団体が１回当たり１万5000円、これ

は試算ですけれども、稽古に関する人が15人と数え

まして、15人に掛けるの駐車場代1000円要するとし

て、１週間当たり５団体が補助金を活用し、年間390万

円程度補助することを想定し予算を計上しておりま

 す。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に併せ

　　　　て全員で黙祷を行った。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

次に、しまくとぅば普及継承事業について伺いた

 いと思います。

予算的には減額という形もありますが、どういう

 変化があるのかも併せて伺います。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

 　お答えします。

しまくとぅば普及継承事業につきましては、しま

くとぅばを次世代へ継承していくために、しまくと

ぅば普及推進計画に基づきまして、各地域への普及

促進を行っていくということを目的としております。 

具体的な事業内容としましては、功労者表彰を含

めた県民大会ですとか、普及イベント開催による県

民運動、しまくとぅば普及センターの運営と普及に

取り組む民間団体への補助等を主な内容とさせてい

 ただいております。

予算につきましては、令和６年度を比較しまして

約600万の減額となってございますが、現行の内容と

しましては、これまで県民意識調査のほうを行って

令和６年度計上してございましたが、令和７年度に

つきましては、令和９年度にしまくとぅば普及推進

計画の中間年度を迎えるということもございまして、

それに合わせまして令和８年度に調査を実施すると

いうこととさせていただいたため、令和７年度は調

査を実施しないということで、減額の主な内容となっ

 てございます。

○瀬長美佐雄委員　しまくとぅばをやっぱり普及す

る必要があるという点では、県民からも関心もあり、

陳情も出されていて、ハワイの教育機関の中で、ハ

ワイの言葉を復活させるという長年の取組の成果も

 出ていると。

沖縄で、学校現場でという点で、学校、教育委員

 会との関わりも出てきます。

今は、話者がどんどん減っていく。高齢化もそう

ですし、では話せる人が増えているのかといったと

きに、その効果の検証を含めて、一定の目標とそれ

に見合った今の状況なのか。どんな評価をしていっ

て、今後どう強化していこうかという点で見解を伺

 いたいと思います。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　ただいまですね、しまくとぅば普及推進計画が第

２期計画でございまして、最終年度は令和13年度と

なってございますので、令和13年度の、最終的にし

まくとぅばを挨拶程度話して使う割合というのが、

目標としましては60％と定めているところでござい

 ます。

令和５年度のしまくとぅばの使用頻度でございま

すが、令和５年度の結果としましては36.8％という

ところで、目標に向かってしまくとぅばを使う方々

の割合を増やしていくということで取組をしている

ところでございますが、現状こういった数値でござ

 います。

○瀬長美佐雄委員　新たな取組という点で、もっと

強化する、いろんな角度から。今はネットで学べる

というアプリをつくってくれていたりという方もい

るようですが、やっぱり連続的な講座形式で、５つ

の語源に分類されていますが、どこでもその地方の

言葉が学べるというような一つ一つの、もうちょっ

と強化していく、学べる場が、ここに行けばできる

というふうな設置も含めた対策が必要かなと思いま

 すが、そこら辺についてはどうでしょうか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　瀬長委員の御指摘でございます講座というような

内容かと考えられますが、そういったものをですね、

まずは会場の使用料ですとか、講師の謝金といった

ところで結構経費がかさむという側面がございます。 

そういったところも考慮した上でですね、スマホ

とかパソコンでいつでも、時間、場所も限定せずに、

学べる方は学べる機会を提供していきたいというと

ころでｅラーニングを今実施しているところでござ

 います。

こちらも各地域の言語ごとに勉強する機会を提供

していきたいということで、増やしていこうという

計画でございますが、今現在、本島中部、宮古、八

重山を、ｅラーニングでメニューとして準備させて

 いただいているところでございます。

○瀬長美佐雄委員　沖縄空手の保存・継承・発展の

取組という中で、空手ツーリズムの受入れ体制を構

 築する、これについての概要を伺います。
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○桃原直子空手振興課長　本事業は、沖縄空手を文

化観光資源として活用した空手ツーリズムを推進し、

国内外からの空手愛好家や観光客の受入れ体制構築

及び強化を図ることを目的としておりまして、令和

５年度から、空手観光窓口の設置や空手観光コンテ

 ンツ造成に対する補助を行っております。

令和７年度は、引き続き沖縄空手会館内に空手観

光窓口を設置しまして、来県中の空手愛好家及び観

光客のニーズに応じた空手に関する観光商品の案内

を行うとともに、県内観光事業者等が行う空手を活

用したツーリズム商品の造成に対して補助を実施す

 ることとしております。

また、空手を目的とする来訪者への支援としまし

て、空手オリジナルグッズの配布や沖縄空手ガイド

 の派遣等に取り組むこととしております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　空手を目的とする来訪者という

か、それはどれぐらいいるというふうに見込んでい

 るのか伺います。

○桃原直子空手振興課長　空手を目的とする来訪者

ですけれども、第２期沖縄空手振興ビジョンロード

マップで示しております令和７年度の海外からの来

訪者につきましては、9700名を目標としております。 

直近で、令和５年につきましては9228名の来県と

 なっております。

○瀬長美佐雄委員　20ページに行きます。 

ウチナーネットワークの継承・発展・強化につい

て、①で、世界のウチナーンチュを通した平和啓発

交流事業、新規です。これの概要について伺います。 

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

この事業は、戦後80周年祈念事業として実施する

ものでございますが、戦前、戦中、戦後の沖縄移民

の歴史、そのときそのときの沖縄との関係性などを

改めて明らかにしながら、この世界のウチナーネッ

トワークを担う若者同士による各種取組などを計画

 しています。

具体的には、シンポジウムの開催、これ国外で開

催する予定ですが、それから展示パネル、小冊子の

作成と各国での展示、それから学生交流ということ

で、学生を海外に派遣して戦跡視察や政府機関訪問

等で人材育成と人材交流を実施していこうと考えて

 おります。

○瀬長美佐雄委員　海外派遣はどこに送るというこ

 とになっているのかを伺います。

○仲村卓之交流推進課長　具体的にはまだ決定して

いないんですけれども、南洋群島のいずれかに派遣

 をしたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員　次に、国内・国際交流（協力）

 推進事業について伺います。

○仲村卓之交流推進課長　本事業は、新・沖縄21世

紀ビジョン基本計画に掲げる、世界に開かれた交流

と共生の島の実現を目指し、海外姉妹都市等との交

流、それから姉妹都市以外の新たな国・地域との交

流、それから国内での交流を促進して、外国や各地

域との交流と連携を深めながら、共に発展すること

 を目的として実施するものでございます。

○瀬長美佐雄委員　期待したいと思います。 

あとウチナーネットワーク共創推進事業その概要、

プラットフォーム構築と書いてあるので、何を意図

 しているのか伺います。

○仲村卓之交流推進課長　こちらで言っているプ

ラットフォームというのは交流の基盤、拠点のこと

 を指しております。

事業ですけれども、本事業は南米等の世界のウチ

ナーネットワークを活用した人材交流の活性化や、

多分野での交流による人材育成、情報共有、連絡体

制の構築、経済交流を促進することによって、本県

と県系社会の双方が共に発展することを目的として

 実施するものでございます。

具体的には、南米連絡体制等準備事業として、南

米の連絡窓口の設置・運営に向けて、また、可能性

 調査等を実施していきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員　世界のウチナーンチュセンター

の建設、待望されていますがその取組について伺い

 ます。

○仲村卓之交流推進課長　世界のウチナーンチュセ

ンター、これ県内につくるやつのことだと思います

けれども、これ大型ＭＩＣＥ施設に併設して整備す

 ることが決定しております。

大型ＭＩＣＥ施設については、現在、有識者で構

成する委員会で基本計画の変更等について検討が進

められておりまして、早期の入札公告を目指してい

 るところでございます。

施設整備計画と並行して、ウチナーンチュセンター

の管理運営等について、効果的・効率的な業務の実

施や、サービス水準の確保の観点から、国際交流機

関とか各団体と共に検討をしていく予定でございま

 す。

あとＭＩＣＥ施設が整備されるまでの間は、現在

ＪＩＣＡにありますウチナーネットワークコンシェ

ルジュを活用して、また県立図書館や関係機関と連

携して、ウチナーンチュセンター機能を備えた体制
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 を取り組んでまいります。

○瀬長美佐雄委員　コンシェルジュの事業が、将来

のウチナーセンターの機能、今のうちからやってい

くと。とても重要なポジションだと思いますが、そ

 の取組の現状とかどうなっていますか。

○仲村卓之交流推進課長　県ではウチナーネット

ワークの継承・発展を目指し、ＪＩＣＡ沖縄センター

と連携しながら、まず１つ目人的ネットワークの継

承、２つ目情報発信と集約、３つ目交流活動促進、

４つ目相談窓口、５つ目歴史継承、この５つの機能

を総合的に担うウチナーネットワークコンシェル

ジュを、ＪＩＣＡ沖縄センター内に設置をしており

 ます。

令和６年４月から令和７年２月の活動状況につい

ては、来所者数が955人、国内外からの相談件数は

 128件となっております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　世界のウチナーンチュ大会も開

かれる。そろそろ準備すべきだと思いますが、県内

在住の県系ネットワーク、留学生もいらっしゃいま

 すし、働いている方もいらっしゃる。

県内におけるこの県系ネットワークもいろんなイ

ベントを打ちながら、世界のウチナーンチュ大会を

迎えるというのが効果的ではないかと思いますが、

 どうでしょうか。

○仲村卓之交流推進課長　国内、県内の各種国際交

流団体等も、より連携を深めるために、今年度多文

化共生の構築に関する万国津梁会議というのも開き

まして、次年度以降はこの辺のネットワークも強化

していこうということになりましたので、それを進

 めていきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございました。 

○新垣淑豊委員長  當間盛夫委員。 

○當間盛夫委員　事項別積算内訳書のほうから

 ちょっと質問させてください。

商工でもちょっとお話をさせてもらったんですけ

れど、皆さんの事業の一般会計事業費、そして観光

指導強化費、観光宣伝誘致強化費の中での委託料の

 状況を教えてください。

○大城清剛観光政策課長　令和７年度の当初予算で、

うちの部の総事業数は143事業ありまして、そのうち

 102事業、およそ７割で委託料を計上しております。

委託料の総額は56億2900万円余り、約53％という

 状況になっております。

○當間盛夫委員　この委託先ということになると、

皆さんと連携をよく、そういう意味では一体的にい

 ろんな事業をされるところがある。

コンベンションビューローさんとの委託状況とい

 うのはどういうものがありますか。

○大城清剛観光政策課長　令和７年度はこれから契

約するもんで、ちょっと令和６年度の数字がなくて、

令和５年度で申し上げると、沖縄観光コンベンショ

ンビューローで契約件数で16件、金額は16億4000万

 円余りなっております。

○當間盛夫委員　この皆さんからは、半分以上委託

という形になるんですけれど、県内・県外の事業者

 数の割合って出していますか。

○大城清剛観光政策課長　申し訳ありません、県内

・県外では少し算定をしておりませんけれども、ほ

とんどの契約で県内に支社を置くとか、そういう条

 件のほうついているのが多いと認識しております。

○當間盛夫委員　県内の事業者の稼ぐ力ということ

で、これは全庁的にやっていると思いますので、委

 託が私は悪いとは思いません。

県内業者とやっぱり官民連携をとって、この観光

を盛り上げていくというのは、もう第三次産業がも

う84％の割合ですので、そういった面からしたら民

間もしっかりと稼いでもらうというのは大事だと思

うんですけれど、しかしやっぱり行政もただ丸投げ

して委託するということではなくて、やっぱりいか

にその行政側もその観光行政の中での蓄積を持つこ

とというのも、僕は大事な視点になると思うんです

 けれど、その辺は部長どう考えますか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　文化観光スポー

ツ部の委託先、おっしゃるようにビューロー、あと

スポーツ協会、文化協会、そういう公的な団体を帯

 びたところが多くなっております。

それはそれで専門性を帯びているので非常に重要

 だと思っています。

ただ今、委員がおっしゃったように、委託をして

丸投げという言葉だったんですけれど、県の職員が

そこに積極的に委託をすることで、自分たちのほう

に蓄積をしない、これはやっぱり大きな問題だと思っ

ていますので、特に属人的な関係性があると、異動

 するとそれが残らない。

ですので、私としてはできたら、この組織として、

その委託先と委託はするけれども、一緒に連携して

 仕事をして、組織として県に蓄積をしていく。

人が異動しても、次来る人が組織して残っている

 というのを築き上げていきたいと思っています。

○當間盛夫委員　そのとおりだと思っておりますの

で、しっかりと、この委託ということを県も認識も
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しながら、連携を取ってやっていってもらいたいと

 思います。

　次に、万博が４月から開会されるんですけれど、

この万博を契機としたということで約4000万円では

あるんですけれど、この皆さんの事業で万博テーマ

と親和性のある沖縄という、その発信というのには

なるんですけれど、どういう兼ね合いがあるんです

 か。

○山川優観光振興課長　お答えいたします。 

今回の万博では、我が国で20年ぶりの万博開催と

いうことで、世界に向けて沖縄をＰＲする絶好の機

会と考えておりまして、観光振興課の事業のほうで

は外国人観光客、特に欧米豪に向けて沖縄来訪につ

 ながるよう取り組むこととしているところです。

今回の万博のテーマが、いのち輝く未来社会のデ

ザインということで、沖縄県のいうその、例えば自

然であったり、食も含めた文化だったり、そういっ

たところでその親和性が、特に欧米豪の方々につい

てはあるんじゃないかなというふうに考えておりま

して、そこをフックに沖縄に、せっかく万博という

ことで日本に来られるわけですから、それでできる

だけこの沖縄のほうに誘客できないかなということ

 で考えているところでございます。

○當間盛夫委員　私の政党は大阪に関係が深いとこ

ろですので、今度の万博で沖縄県としてもうなんか

ね、チケットが売れていないとかというね、批判的

な部分が大変多いんですけれど、沖縄県としてチケッ

ト等々含めた支援というのはどういう形で取られま

 すか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　少し経緯を言い

ますと、４月に来てこの万博に対する沖縄県として

 の取組は実は十分議論されてなかったです。

来てやっぱり先ほど話があったように、2820万人、

そしてそのうちインバウンドの350万人来るというこ

とです。この機会を逃す手はないということで、職

員に大分無理を言いましたけれども、先ほど今、観

光の話でしたけれども、７月には大阪府内の商業施

設で文化芸能と空手の披露します。物産展もします。 

８月にはまさしく本丸で、万博会場の大きいホー

ルで、そこで空手文化を公演します。追加でその翌

日２日間、計３日間やることになりました。そこで

沖縄の文化、芸能、空手を含めてそういうのを得て

インバウンドの方々に御紹介できる。これは沖縄側

 の考え方です。

一方で、当然沖縄県は他の都道府県にない独特の

県です。その文化をその場で公開するということは、

事務局、そちらのほうの今、連携をしていますので、

非常にほかの県にはないものを公演できるのかなと

思っていますので、誘客にもぜひつなげていきたい

なということで事務方と連携は密に深めております

 ので。

 以上です。

○當間盛夫委員　ぜひチケットの購入もよろしくお

 願いをいたします。

次に持続可能な国際観光都市景観事業なんですが、

この事業の中で委託料が１億7000万円になっている

 んですね。

工事請負で１億8000万円となっていますけれど、

これ、委託料にしても工事請負にしてもどのような

事業、どのようなことなんですか。ちょっと概略説

 明してください。

○山川優観光振興課長　本事業、先ほどもちょっと

説明したんですが、沖縄らしい世界水準の観光地に

ふさわしい良好な景観、沿道景観の形成を図るとい

うことで、県管理道路の５か所について、魅せる沿

道景観の整備や官民連携による維持管理体制の構築

 などを実施することとなっております。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

（休憩中に、當間委員より委託料と工事請

　負費が何に使われているのか説明するよ

　う指示があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　山川優観光振興課長。

○山川優観光振興課長　まず令和７年度予算でござ

いますけれども、沿道景観整備工事、これモデル地

区５か所というと、現場監督業務ということでござ

 います。これがまず１つですね。

それから修景設計業務ということでこれは街路樹

更新や、低木等の植栽に係る実施設計というものの

 委託料。

それから、官民連携等取組等ということで、これ

は官民連携のための計画会議広報等の委託料となっ

 てございます。

それからまた沿道景観形成業務委託ということで、

これもモデル地区５か所において、街路樹剪定や清

 掃等の美化作業に係る委託となってございます。

○當間盛夫委員　皆さんこれフェーズ１に今なって

いるんですけれど、これがこれからフェーズ２、フ

ェーズ３という形になるんですけれど、もう早めに

これ皆さん、県管理の国道までこのフェーズ１でやっ

 ているわけさ。

やっぱり国道もしっかりとやらないと、この国際
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観光都市ということのものを目指し方をやっている

わけですから、やっぱり国道にもしっかりと国に要

望して、国道は国道でやってもらう在り方を持つべ

きだと思うんですけれど、部長、その辺はどうです

 か。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　当然ながら県道

だけではなく国道、市町村道と含めて沖縄の景観、

その辺の道路の整備ということで、せっかく今、国

 庫が３年間ついています。

それだけ国と連携していますけれども、今後も引

 き続き連携していきたい。

実はその後も、ぜひ非常に重要なことですので、

観光目的税導入を今目指しています。そういう財源

も場合によってはそういう活用も可能かもしれませ

ん。そういう議論も今後引き続きしていきたいと思っ

 ています。

 以上です。

○當間盛夫委員　次に同じく観光２次交通結節点の

機能とか観光２次交通利用促進だとか２次交通推進

モデル事業、おのおのがあるんですけれど、各事業

 の違いを教えてください。

○山川優観光振興課長　まず、観光２次交通結節点

機能強化事業でございますけれども、これは北谷町

のほうに、観光２次交通結節点ということを設置し

て、令和６年度から――今年度からですね、実証事

 業を今、取り組んでいるところでございます。

それから、観光２次交通利用促進事業、これにつ

きましては、市町村、旅行事業者、交通事業者等が

行う観光２次交通の確保に要する経費と、バスへの

支援とかそういったものを行う事業となってござい

 ます。

持続可能な観光地形成に向けた２次交通推進モデ

ル事業、これにつきましては、クルーズ船の寄港の

際の２次交通の機能強化のための事業となっており

 ます。

 以上でございます。

○當間盛夫委員　７月にジャングリアが開園すると

いうことで、交通渋滞、今マスコミ等々、いろんな

形で指摘をされているんですけれど、この皆さん２次

交通のもので、効果はどういう形で考えていますか。 

渋滞がある程度解消するんだとか、何かレンタカー

 からこの分になるんだとか何かあるのって話。

○山川優観光振興課長　沖縄県における観光２次交

通の課題としまして、レンタカー中心の移動形態と

なっているということがありまして、それで２次交

通結節点を設けまして、実証としてやっております

けれども、公共交通機関を利用しやすくなるように。 

特に最近は、外国人観光客の方はそもそも免許を

持っていらっしゃらない方とか、あと若い方々もな

かなか免許を取らなくなってきているとかというこ

ともありますので、そういったことを踏まえて、現

在、２次交通、公共交通はできるだけ観光客の方が

利用しやすいようにできないかというふうに取り組

 んでいるところでございます。

○當間盛夫委員　分かりました。 

次に、サッカースタジアム整備推進事業、6000万

円ついているんですが、この事業の概要をもう一度

 教えてください。

 どういう形で進めるのか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　サッカースタジアム

整備等事業につきまして、こちらはＪリーグ規格の

サッカースタジアム整備について、今、有識者で構

成する整備計画検討委員会を設置しまして、整備計

 画の策定に取り組んでいるところでございます。

去る２月７日には、昨年開業しました広島県のス

タジアムで、先進事例の視察も兼ねた第２回委員会

を開催しまして、段階的な観客席の整備、事業スキー

ム、県民、地域住民参加による整備の取組等につい

 て意見を伺ったところです。

次の検討委員会は、年度を明けまして４月を予定

しておりまして、５月頃には、整備計画案を公表す

 る予定でございます。

整備計画案の公表後、またいろいろ御意見を伺い

ながら、整備計画を策定いたしまして、その整備に

向けた実施方針の策定というところを取り組んでい

 きたいと考えております。

○當間盛夫委員　ちなみに、那覇市さんが、この地

域スポーツ観光交流拠点整備事業をやっているよね、

 この概要は分かりますか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　那覇市が奥武山地域

スポーツ交流拠点基本計画というところを策定に取

り組んでいて、公園内のこの屋内の多目的施設を整

 備するということは聞いております。

我々のサッカースタジアム、陸上競技場等の補助

競技場に整備する予定でございまして、両競技場を

利用してきた方々や、既存イベントに影響を及ぼす

 ため、この那覇市と連携して検討を進めている。

具体的には、補助競技場のところで、例えば巨人

 キャンプの仮設ブルペンがございました。

我々も補助競技場、陸上競技場を使ってサッカー

スタジアムを整備するというところ、那覇市さんと

しては、その巨人キャンプに影響が出ないように、
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こういう屋内多目的施設というところの整備を進め

ていく、そういうスケジュールの調整はしておりま

 す。

また、都市公園法で求められる公園内のオープン

スペースの確保とか、スタジアム整備後のにぎわい

創出などについても連携し、検討を進めていきたい

 と考えております。

○當間盛夫委員　私は以前から民間資金を活用する

んであれば、奥武山公園全体を、やっぱり再整備を

 計画したほうがいいと提言をしております。

今考えると、県はこのサッカースタジアムを暫定

的に造る、市は屋内整備を造るという無秩序な何か

 再整備になっていると感じています。

皆さん、長崎スタジアムシティを参考にしたとい

うことであれば、私は、この奥武山公園全体をやっ

ぱり民間活力資金で再構築していくと、再整備をし

ていくということが重要だと思っていますんで、そ

 の点も考慮されて、これから検討してください。

 よろしくお願いいたします。

○新垣淑豊委員長　仲村家治委員。 

○仲村家治委員　それでは、３の３の13ページです

 ね。

それの⑥のマリンレジャー事故防止対策事業の概

 要を教えてください。

○山川優観光振興課長　お答えいたします。 

マリンレジャー事故防止対策事業につきましては、

現在も取り組んでいるところですが、令和７年度は、

令和６年度の約２倍となる２億円の予算を計上し、

 取組強化を予定しているところでございます。

具体的な取組としましては、スマートフォンで確

認できるハザードマップなど、従来やっている安全

啓発ツールのさらなる利便性の向上、それから周知

 広報を広げていきたいと思っております。

それから、また、巡回につきましては、４月、10月

は沖縄本島圏域、宮古圏域、八重山圏域で観光客の

水難事故が多発する海岸で巡回指導を重点的に実施

 したいと考えております。

また、観光客に対しましては、ＳＮＳやパンフレッ

ト等各種ツールを活用して、特に旅マエ、あとは旅

ナカにおいてもですが、水難事故防止の周知啓発、

これはせっかくのハザードマップ、スマートフォン

で確認できるいいアプリ等ができていますので、そ

ういった周知啓発を強化していきたいと考えており

 ます。

取組を行う上では、関係機関と役割分担の下、連

携強化して取り組むことが重要ですので、そういっ

た取組を次年度も取り組みまして、観光客の水難事

故罹災者数、死亡者数の低減に向けて取り組んでま

 いりたいと考えております。

○仲村家治委員　約8000万円近く増額しているんで

すけれども、この増額の最たる事業とかいうのかな、

それは一番何に重点を置いて配分しているか、教え

 てもらえますか。

○山川優観光振興課　一番大きな増因としましては、

自然海岸の巡回ということで宮古島、八重山での巡

回を強化しているというところが一番大きな増加要

 因となります。

○仲村家治委員　本当に、ほぼほぼ全域に、そうい

う巡回する体制ができるということは大変よかった

 なとは思っております。

そして、近年、外国人の水難事故が多発している

ということを聞いているんですけれども、この辺は、

どうしても外国人であれば、その辺のですね、ＳＮ

Ｓとかを使って、自然海岸とか監視員がいない海に

入っていくというのは、多分その原因だと思うんで

すけれども、外国人の水難事故の実数というのは把

 握していますか。

○山川優観光振興課長　お答えいたします。 

県警察本部のほうにちょっと確認した数字でござ

いますけれども、これは外国人、旅行者、純粋にイ

ンバウンドの方という統計ではちょっと把握できて

いないようでして、日本に住んでいらっしゃる外国

人で県外から観光でこられた旅行者の方でいきます

と、令和５年度が罹災者数２人、死者数は０人でご

 ざいました。

これが令和６年、暦年の数字で、同じ旅行者、外

国人で沖縄に来られる旅行者の水難事故罹災者数が、

令和６年が19人、死者数が８人というふうになって

 ございます。

○仲村家治委員　私、このマリンレジャーの水難事

故の件は、もう４年前からずっと追っかけてきたん

ですけれども、４年前、ほぼほぼ皆さんのところは

予算がついてなかったんですけれども、次年度に２億

という、部長のおかげだと僕は感謝しておりますけ

 れども。

ただ、水難事故が激減しているわけではない事実

 もあるんですね。

これは、地元の人が入らない海に、観光客とかが

入っていって、あとシュノーケリングというのは、

パブリックビーチとかホテルのビーチでは禁止され

ているんですよ。いろいろあるみたいなんですけれ

 どね。
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そうすると、シュノーケリングやるためには、監

視員がいない自然海岸とか、あと海に出てやるんで

すけれども、シュノーケリングというのは、皆さん

経験があると思うんですけれども、パイプを使って

呼吸するんですよ。そうすると、この海水が入って

きたときに、直接肺に入るのでパニックを起こす。

それで溺れてしまうというのが一番の要因だという

ことで、できたら、小学生、中学生も、この辺の体

育の授業とか課外事業でこのシュノーケリングを習

得してほしいというのもあるので、これは皆さんの

部署とは違うので、トータルでこの辺は対策してい

かないといけないと思うんですけれども、特に、宮

古、石垣のほうで新たに巡回するということは、大

変大きな成果になると思いますので、ぜひこの辺は

 ですね･･････。

ただ、監視、巡回するマンパワーというのは、そ

れなりのスキルを持っている人たちがやらないとい

けないというのもありますので、この辺はちゃんと

講習を受けて、それなりの方が巡回するのが一番、

私はベストだと思いますので、この辺も併せて、こ

のパトロールをする方のスキルアップも含めてやっ

 ていただきたいなと思っております。

あと、今一番心配しているのが、指定管理のパブ

リックビーチですね。県営の海浜公園の、この辺の

指定管理の在り方というのが大変、陳情でも出てい

るんですけれども、やっぱり監視員、ライフガード

のスキルアップのためにも、この辺はぜひトータル

でやっていかないといけない部分と思っていますの

で、今回の議会には、宿泊税がちょっと先送りになっ

たんですけれども、この辺の監視員の確立とか、そ

ういった安全性を、ぜひ予算もつけていただきたい

なと思っているんですけれども、この辺について、

 部長どうでしょうか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　少し数字的なこ

 とを先に言わせてもらってよろしいですか。

先ほど、県警の観光客の話がありましたけれど、

全体的に昨年度に比べて罹災者数、死亡者の数が減っ

ています。観光客も横ばいです。当然、インバウン

ドが増えてきている中、横ばいというのは一定の評

 価ができると思います。

 まだ高止まりではございます。

その中でも、やっぱり外国の観光客がすごく伸び

ていますので、今後のポイントとしては、そこへの

 対策、今も取っていますけれど、そこの強化。

 委員がおっしゃったように、学校現場の件。

やっぱり管理型ビーチ、そこもしっかりやりたい

んですが、なかなかその縦割りという部分がありま

すので。ただ、できましたら文化観光スポーツ部の

ほうから、教育もそうですし、土木建築もそうです

し、入っていって、ゴールは一緒ですので。我々、

観光客だけではないです。県民も結果として、その

死亡者数、罹災者数が減れば、それで結構だと思い

ますので、そういう形で連携して取り組んでいきた

 い。

目的税については、思い切った施策が多分打てる

 と思います。

 今、原案では、大体県で30億近くが活用できる。

当然、これは同じ規模が市町村にも行きますので、

その辺は一緒に連携しながら、今、言ったスキルも

含めて人材育成、その辺も対象となると思いますの

 で、しっかり取り組んでいきたいと思っています。

 以上です。

○仲村家治委員　ぜひお願いしたいと思います。 

また、新しい職業としてのこの分野が確立できる

と私は思っていますので、この辺は、本当にハワイ

にだんだん近づいてきているんじゃないかなと思っ

 ていますので、大変大きな期待をしております。

 ぜひ、また部長よろしくお願いします。

それでは、サッカースタジアムの整備の件ですけ

れども、まだ予算がある程度増えていますけれども、

先ほど、エディオンのスタジアムを見に行ったとおっ

しゃっていたんですけれど、私も、会派で去年行っ

 てきました。

大変すばらしいスタジアムで、斬新な、そしてロ

ケーションが本当に奥武山に近いロケーションで、

川に囲まれて、市街地の中心部にあるということで、

かなり広島市さんも、集客として365日試合がない日

でも、にぎわいをつくる空間ということで、都市公

園整備法が緩和されたというお話がありましたけれ

ども、この辺、奥武山は大変参考になると思うんで

 すけれど、その辺、担当課長どうでしょうかね。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　広島のスタジアムが

２月７日、そちらの視察をして、また有識者の御意

 見を伺ってきたところでございます。

委員おっしゃったように、非常にロケーションも

似ていて、川のそばにあって、奥武山も国場川がご

ざいますけれど、町なかにあるスタジアムというと

ころで、目指すところも、我々も試合がない日もに

ぎわいを持たせた、そういうスタジアムをつくりた

 いと考えております。

また、いろいろ整備費についても、いろいろまた

勉強しているところとか、そういうところもまた参
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考にしながら、あるいは試合がないところという部

分では、ＶＩＰルームをこのＭＩＣＥというか会議

には活用したり、そういうところもいろいろ参考に

しながら、我々も整備計画を考えていきたいと思っ

 ております。

○仲村家治委員　部長も一言お願いいたします。 

○諸見里真文化観光スポーツ部長　実は、私も参加

 しております。

ぜひその現場を見て、委員会を開いてということ

で、委員会には那覇市の職員も入っていますので、

ぜひその辺は連携して、今、課長が言ったように、

 本当に参考になりました。

そこに携わっている、長くエディオンのほうでやっ

ていた方も委員として入っていただいて、その人脈

も築けましたので、今後、ぜひ立派なスタジアムを

 造っていくよう努力していきたいと思います。

 ありがとうございます。

○仲村家治委員　以上です。 

○山川優観光振興課長　先ほど、ちょっと答弁した

ものを少し訂正させていただきたいんですが、外国

人旅行者の数のところですけれども、日本に住んで

いて、沖縄外から来られた方というふうに説明した

んですけれど、それプラス、インバウンドとして外

国人観光客を含みますので、そこはおわびして訂正

 させていただきます。

○新垣淑豊委員長　あと２人ですので、休憩を挟み

 たいと思います。

 休憩いたします。

 午後３時33分休憩

 午後３時48分再開

○新垣淑豊委員長　再開いたします。 

 休憩前に引き続き質疑を行います。

 座波一委員。

○座波一委員　ＭＩＣＥ整備エリア形成事業なんで

すけれども、今年度は不調で終わって、また次年度

 に向けて取り組むということの説明はありました。

しかし、この条件をね、どう整理するか、あとホ

テルが必須であるということが非常に壁だったとい

うことなんですけれど、そこはどうするんでしょう

 か。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　残念ながら、今年度

 は大型ＭＩＣＥについては入札不調となりました。

入札不調の主な要因として、今、委員おっしゃっ

 たホテル事業の件もございます。

そのほか、着工予定時期が、建設需要や建設物価

の上昇傾向の高い時期と重なったこと、また参画を

検討した企業間での調整がつかずコンソーシアムの

組成ができなかったことがまた確認されております。 

このような不調要因というところを踏まえて、次

年度、基本計画の改定について検討をしてまいりた

 いと考えております。

この不調要因について、どのような検討ができて

いくかというところを、我々今整理をしているとこ

ろで、この３月末にまた有識者委員会を開催する予

 定でございます。

そこで意見を聞きながら、次年度の基本計画の改

定の検討に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

 ります。

○座波一委員　今の時点では出てこないんだろうけ

れども、これはできるというふうに整理しないと、

また同じことをってなったら大変なことになります

 よ。

提案ですけれども、再三言っていますけれど、こ

れは周辺環境整備が重要なんですよ。道路も含めて

 ね。

だから、文化観光スポーツ部だけではなくて、企

画部あるいは土木建築部との横断的な連携。私は総

合調整会議を持つべきだと思っています。どうでしょ

 うかね、その考え。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　おっしゃるとおり、

 横断的な取組が必要だと考えております。

大型ＭＩＣＥ整備に合わせて必要となる交通機能

や周辺用地と一体となった地域開発については、土

木建築部や企画部を含む関係部局で組織する大型Ｍ

 ＩＣＥ施設受入推進会議を設置しております。

こちらの中で、部局連携していろいろな情報共有、

また取組を確認しながら進めてまいりたいと考えて

 おります。

○座波一委員　このままではＭＩＣＥが進まないど

ころか、この周辺の地元の与那原から西原のまちづ

くりに影響する。これマイナスになります、逆に。

これ停滞だけじゃなくて、これはマイナスになりま

すから、これ非常にこれは真剣に捉えないといけな

 い問題です。

 次に行きます。

文化芸術振興基金では、チムグクルという言葉を

 強調して説明もありました。

非常にすばらしい言葉であるけれども、このチム

グクル、そしてまたこの継承事業も１億3600万円あ

 るわけですね。

このチムグクル、あまり定義的にもよく分からな

い。言葉は分かるけれど、これをチムグクル継承と



－411－

                                                                               　　

 いうそのものがね、よく分からないんですよ。

そこを、例えば先島の皆さんにチムグクルという

言葉が通用するのか。そこはどうなんですか。分か

 りますか、チムグクル。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　今、座波委員がおっしゃられました、チムグクル

 という言葉。

主に中南部を中心とした本島で主に使われている

言葉でございまして、私、ちょっと中部の人間なの

でちょっと定かではないんですが、同じ言葉、単語

的には、宮古、八重山はちょっと違った言葉がある

 かと思っております。

 以上でございます。

○座波一委員　もう担当部の中部のほうも、よく分

からんというような答弁でちょっとあれですけれど

 もね。

ただ、これに１億3600万円、もう少し具体的にか

 み砕いて説明をお願いします。

○佐和田勇人文化振興課長　戦後80周年の祈念事業

として実施する事業でございまして、先ほど９つの

事業をお話ししたんですけれども、まず、交流とい

う形で済州と沖縄と日本の芸能公演を――失礼しま

 した。

　チムグクルでつなぐ文化芸術振興基金事業で、事

 業費は5085万となっております。

１つの事業が新作舞台制作を通した担い手育成事

業、もう一つが、未来につなげもっと沖縄コンテス

 トという事業でございます。

新作舞台制作を通した担い手育成事業というのが、

まずこれはプロの方々に対する新作舞台の企画とか

制作、あるいは国内外での公演を通して舞台制作に

携わる実演家、アートマネジメントの人材、そして

舞台制作スタッフなどの若手人材を育成するという

 育成事業でございます。

もう一つが、未来につなげもっと沖縄コンテスト

という事業でございまして、これが文化芸術に触れ

親しむ機会を創出することで県民に文化芸術活動に

よる喜びや誇りを実感してもらい、心豊かで活力の

ある地域づくりを図るということで、小中高生を対

象にして脚本をつくっていただいて、誰でも参加で

 きるような事業になっております。

 以上。

○座波一委員　チムグクル継承事業が１億3600万、

 これも入っているの。

○佐和田勇人文化振興課長　先ほどお話しした１億

3600万円に関しましては、戦後80周年祈念事業になっ

ておりまして、継承事業のほうは基金事業の歳出事

業となっております。5000万の事業となっておりま

 す。

○座波一委員　これはチムグクル継承というのは、

 戦後事業の意味だね。

○佐和田勇人文化振興課長　おっしゃるとおりです。 

○座波一委員　チムグクルはもっとこの本当の意味

での沖縄県民のチムグクルに訴えるような何か事業

でもあるのかなと思ったら、これは戦後80周年祈念

 事業が主なものだということですか。

○佐和田勇人文化振興課長　すみません、同じチム

グクルという名前が前についてしまったんですけれ

 ど。

はい、おっしゃるとおり、チムグクルの継承事業

 のほうが戦後80周年を祈念した事業でございます。

○座波一委員　次に移ります。 

 スポーツツーリズムの議論もありました。

私も野球、あるいはその他の競技もチームプレイ

は非常に、今盛んですが、この個人競技でね、この

ゴルフというのは沖縄は非常に恵まれているんです

 よね、オールシーズンできる。

そして世界各地からも来られる中で、この個人競

技であるがゆえに、この事前のキャンプとかトレー

ニングというのは非常に苦労しているんですよ、み

 んな。

　だから、沖縄というところがね、開幕地でもある

し、先日終わったダイキンオープンでもあったし。

だから、冬場のトレーニングには非常にいいんです

 よ。これはゴルフは行っています。

ただ、個人だから非常に負担が大変だから、沖縄

でキャンプするのは大変だというのがあるので、そ

ういったところも目を向けた取組がいかがかなと

思っているんですけれどね。そこら辺の考えはどう

 ですかね。

○宮城直人スポーツ振興課長　そうですね。 

 スポーツツーリズムの推進事業ですね。

そこには特にスポーツの種目は問いませんので、

 ゴルフも当然含まれているところであります。

ただ、個人のプレイヤーの誘致というのは、ゴル

ファーもたくさんおりますので、そこへのアプロー

チというのはちょっとまだ、今まではちょっとやっ

ていないところですので、どういったやり方がある

のか。例えば、昔あったジャンボ軍団とかですね、

いたと思うんですけれど、そういったところにどう

アプローチできるのかとかですね。そういったのが

やっぱりたくさんの有名なプロゴルファーが来て、
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また、そこのギャラリーといいますか、そういった

また誘客効果もあるところかと思うんですが、ちょっ

と個人個人の今後ニーズとかそういうのも把握して

 いきたいなというふうに考えております。

○座波一委員　ゴルフにはゴルフ協会がありますよ

ね、ＰＬＧＡとか。そういうところであれば、そう

 いったのはちゃんとできますよ。

そういうふうな情報収集して、団体としてそうい

う交渉をしたほうがいいですよ。そういうものが、

今後沖縄の若い選手も育てることにもなるし、ぜひ

 取り組んでほしいと。

最後ですが、商工労働部でワシントン事業の事業

所と連携した事業として位置づけた業務はなかった

と、はっきり言っておりました。ですので、今回文

化観光スポーツ部でもそういう意味での、ワシント

ン関連として交流推進課の事業で、そういう世界と

の交流があるということでありますけれど、事務所

は何か所あって、そういったのが、ワシントンとの

 連携を指示されたことがあったかどうか。

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

ワシントン駐在につきましては、北米のウチナー

ネットワーク、県人会とかですね、そういったとこ

ろの主催する行事ですとか、そういったところに参

 加をされたりとかいうことは聞いております。

また、昨年、すみません今年度ですけれども、ロ

サンゼルスの山火事で中止にはなったんですけれど

も、北米沖縄県人会サミットというのを開催する予

 定でした。

そこには、その開催に向けてワシントン駐在とも

連携して、オンラインで北米県人会とのミーティン

グを行ったり、それから、通訳としてサミットに参

加していただくという予定はございましたが、そう

 いった連携は行っておりました。

 以上でございます。

○座波一委員　事業としての取組で位置づけられた

 のがありましたかという質問ですよ。

○仲村卓之交流推進課長　当初からワシントン事務

所と連携して事業ということよりも、まず、県の交

流推進課のほうで北米県人会サミットというのを開

 催しようと。

それを進めていく中で、通訳とか、あと、日頃か

ら連携を取っているワシントン事務所にもお願いを

して協力してもらっているというところでございま

 す。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、座波委員より総括質疑として質

　　　　疑したいと提起があり、委員長より改めて

　　　　説明するよう指示があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　座波一委員。

○座波一委員　ワシントン事務所における文化活動、

あるいは交流事業、あるいは県産品の奨励などの事

業が、この文化観光スポーツの中で事業として当初

から計画されていないということも、今、答弁の中

で分かりましたので、併せて総括質疑として上げた

 いと思います。

○新垣淑豊委員長　ただいま提起のありました総括

質疑の取扱いについては、本日の委員会の質疑終了

 後に協議をいたします。

 では、質疑を続けます。

 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員　お願いします。 

文化観光スポーツ部の全体予算の中で割合がやっ

 ぱり少ないなという感じはします。

例えば、これ業界といろいろね、御意見もいろい

ろあって、たまにはごちゃごちゃすることもあるけ

れども、こういう事業はちょっと立ち上げようよと

 いうような機運が出なかったのかなと思って。

もっと新しいことを挑戦して、もうちょっと盛り

上げてもよかったんじゃないかなというふうな気が

しないでもないんですけれど、部長、この辺どうで

 すか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　今、約100億ぐら

 いの予算です。

おっしゃるように、私も金額的には少ないかなと

 いう気はしています。

 ただ、これまでの経緯もいろいろあります。

それを踏まえて、昨年の５月に観光団体とも意見

 交換がありました。知事も三役含めてです。

それ以前、コロナ禍はいろいろありましたけれど

も、それを超えて、今、観光団体等とは非常に観光

目的税含めて、ある程度意見が率直に言える関係性

 を今、築いているところです。

ただ、財源については、非常に難しいところ。県

全体で見ますので、今100億ですけれど観光に限って

 言えば大体50億近く。

何度も申し上げて申し訳ないんですけれど、観光

目的税が導入できたら約30億ぐらい、非常に大きい

 額です。

ですので、今日、いろいろお話のあった事業展開

も、思い切ったことはできるだろうというふうに考

えていますので、その辺も見据えながら考えていき
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 たいなと思っているところです。

○大浜一郎委員　昔は、観光コンベンションビュー

ローでも約80億ぐらいプロモーション事業の予算

あったでしょう。それに比べたら寂しいっちゃ寂し

いけれど。やはりリーディング産業を下支えする部

署でありますからね、100億じゃちょっと少ないなと

 いう感じがします。

 じゃ、質問を変えます。

ＭＩＣＥ事業ですね、頑張ってほしいんだけれど、

今までどれぐらい投資してきましたか、これに予算

 づけしてきましたか。

 ちょっと合計を教えてくれますか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　今、詳細な数字は持っ

ておりませんが、約73億程度というところでござい

ます。これは土地の購入費用等を含めた金額でござ

 います。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、大浜委員より、土地だけで70億

　　　　なかったか確認があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 　小浜守善ＭＩＣＥ推進課長。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　土地の購入費が、た

しか69億ほど。残りのこの４億ほどが調査検討事業

 というようなところになります。

○大浜一郎委員　今までよ。 

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　今までですね。 

○大浜一郎委員　そんなもんだったかな。もっとあっ

 たような気がするけれどね。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　調査事業の執行額と

いうところが、約３億5300万円、調査以外の執行額、

これは土地の購入費等を含めまして、これが69億

8000万円、その他、前回、事業落札がありまして和

 解金を支払っております。

それが約9000万円ほどございますというようなと

 ころでございます。

○大浜一郎委員　ＭＩＣＥをやるために多額のお金

 を投資をしてきた。

結局、もう今になっては、振出しに戻ったと。し

かし、要するに、どういうふうになってくるのかと

いうのがまず見えない中においてね、これは今まで

 のやり方を変えなきゃいけないと思うわけよ。

だから、民間のノウハウも当然必要だし、仮に民

間が何をしたいのかという、目利きも必要なんだよ

 ね。

だから、そういう中で、そういう芽出しができる

というふうに今、踏んだ、かなり柔軟性を持ってこ

の事業を前に行かそうとしているのかどうなのか、

 そこはどうですか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　先ほど申し上げた入

札不調の要因というところは今、確認しているとこ

 ろでございます。

これを踏まえた、次の展開、早期の入札公告に向

けたことを取り組んでいくわけですけれど、その中

でも、随時、民間事業者とのサウンディング、ヒア

リングというところは繰り返しながらやっていきた

 いと考えております。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、大浜委員より民間ノウハウを取

　　　　り入れることに関する見立てについて聞い

　　　　ている旨説明があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

   小浜守善ＭＩＣＥ推進課長。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　基本的に、この事業

はＰＦＩ事業で進めているところ、ＰＦＩ事業は基

本的には民間のノウハウを取り入れながらというと

 ころでございます。

いわゆる仕様書みたいな、がちがちなものではな

くて、要求水準書というものを我々提示して、これ

ぐらいの要求のものを造ってほしいというようなと

ころで民間のアイデア、ノウハウ、民間の提案を求

めるというようなやり方で進めているところでござ

 います。

今後、その基本的には大型ＭＩＣＥ施設を造ると

いうところは一緒でございますけれども、それ以外

に必要な部分、今まではホテルというようなところ

がございました。これをどうするのかというところ

の検討はもちろん必要でございますし、それ以外の

商業施設がどうかとかというところも含めてそこは

 考えていきたいと思っています。

○大浜一郎委員　頑張ってほしいんだけれども、そ

の周辺自治体に関しては期待はあるけれども、この

ＭＩＣＥが滞っていると非常にこの開発自体がうま

くいかないというふうな思いもあるかもしれない。

 これはふつふつとあると思う。

だから、周辺自治体からね、ＭＩＣＥでなければ

 いかんのではないかと。

ＭＩＣＥだけではなくてもいいよというふうな思

いが出てくるかもしれない。そういった直近の自治

体の思いというものは、何か吸い上げたことがあり

 ますか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　現在の、我々先ほど

申し上げた今月末にも開きますけれども、有識者委
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員会にも与那原町長、西原町長、参加いただいてい

るところ、この不調の要因や今後の検討事項という

ところにも、いろいろ御意見をいただいております。 

また、両町長とも、今年度、私が直接５回ほど役

 場にお邪魔して、お会いしているかと思います。

私よりも下の担当レベルでももちろん随時、意見

を交換しながら進めているところで、委員おっしゃっ

た、その都市計画というところでは、もう大型ＭＩ

ＣＥを前提とした都市計画マスタープランというの

が両町とも考えられているところ、こちらはぜひ早

期の入札公告、また実現をというところで御意見は

 いただいているところでございます。

○大浜一郎委員　出口が見えるようにしなければい

けないわけですよ。だから、出口が見えるようにす

る、この１年、物すごく大事だと思う。これだけの

お金を使ってきた。出口が見えなかったら落胆も大

きいわけですよ。だからもう一個の引出しはつくっ

ておいたほうがいいかなと僕は思ったりもしますよ。 

ある意味、この土地をどう生かすか。自治体に譲

 渡するか。

要は、そこに人のにぎわいがあって、ここで商業

活動や経済活動がうまくいくことを望んでいるので

あれば、その土地の利活用について、ＭＩＣＥオン

リーじゃなくて、もう一個の引出しも僕は用意をし

ておくことも必要ではないかなと思ったりもします

けれど、今後、これを前に前に進めていこうという

段階だからそこまで言いませんが、ただあまり官が

出て、今やっているという官が出過ぎるとね、どう

してもああしろ、こうしろと言って、そこまでやっ

ていないよとは言うけれど、結構出てくるのよ。何

 だかんだ言ってね。

だからちょっとつまんない無駄なスペースがあっ

たりする建物って世の中にいっぱいあってね、だか

ら坪当たりどれだけもうかるのというのが民間投資

の一番の大事な視点なので、その辺のところをしっ

かり、この民間の皆さんのノウハウを逆に吸い上げ

て、官の皆さんもあまり堅く考えないで、出口をと

にかく明確にする、そんなことをこの予算を十分に

活用して、目の前が明るく見えるような、自治体の

皆さんにできましたよというような、そんな出口が

見える１年にしてほしいなというなもんですけれど、

これ部長、ちょっとお願いしますよ、エールを送っ

 ているんですよ、私は。

○諸見里真文化観光スポーツ部長　ありがとうござ

 います。

今、このＭＩＣＥについては、とにかく急いでほ

しいという声を多く聞きます。かといって、あまり

拙速にやり過ぎて同じことを繰り返すと、もう二度

とこういう状況、また再出発ができなくなりますの

で、そのバランスを取りながらしっかり取り組みた

 いと思っています。

次年度、７年度中には実施方針と要求水準書案、

 これを策定スケジュールを示すこととしています。

そこで、おっしゃるように出口という大体のスケ

ジュール感が見えてくると思いますので、今、中に

は賛成していた方々がなかなか進まないので、反対

ではないけれどいろんなことを考えてくる傾向があ

るというふうに聞いていますので、そうならないよ

うにしっかり７年度取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。

○大浜一郎委員　とにかく入札が不調になったって

入札する人がもういないというような状況というの

は、ちょっと悲しいかなという現実なわけですから、

入札に殺到とは言わないまでも、それなりにしっか

りとアクセスできるような雰囲気をいかにこの１年

でつくるかどうかというのが肝だというふうに思い

 ます。

ですから、今年の年末になったらどういう状況に

なっているかということを常任委員会で聞く可能性

もありますから、これは覚悟してしっかりと仕事に

 邁進していただきたいなと思います。

 以上です。

○新垣淑豊委員長　以上で文化観光スポーツ部に係

 る甲第１号議案に対する質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

 休憩いたします。

 　　（休憩中に、執行部退席）

○新垣淑豊委員長　再開いたします。 

次に、予算調査報告書記載内容等についてを議題

 といたします。

それでは、予算調査報告書記載内容等について、

 御協議をお願いしたいと思います。

まず、提起のありました総括質疑について、提起

した委員から、改めてその理由の説明をお願いいた

 します。

なお、提起理由の説明の順番については、お手元

に配付してあります総括質疑（委員会協議用）の順

 番でお願いいたします。

また、提起理由の説明の後、反対の意見がありま

 したら御発言をお願いいたします。

まず、項目１、ゆがふ製糖及び石垣島製糖の製糖

工場建て替えのロードマップについて、大浜一郎委
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 員、お願いいたします。

○大浜一郎委員　サトウキビというのは、沖縄の中

の基幹産業であり、とりわけ離島においては非常に

重要な作物であるということは疑いがないと思いま

 す。

しかしながら、老朽化した製糖工場の件で、生産

者は増産していったらいいのか、それとも、今後作っ

ていくということについて非常に疑念を抱いている。 

それはなぜか、製糖工場の老朽化が激しいから。

なので、増産するためには製糖工場をきちっとしな

 きゃいけない。

 現状維持ならどうするか。

予定より今少なくなってきているから、その規模

をどうするか。そういった問題を全て含めて、製糖

工場の建て替えが必要なのかという問題をはっきり

見える化してほしいと。毎年、関係者の意見という

ことばっかりだから、きちっとした見える化をして、

ロードマップを示していただきたいと、それが生産

者に対する極めて重要な義務だというふうに思うの

 で、これを提起いたします。

○新垣淑豊委員長　次に、食肉センターに対する経

営支援について、こちらを當間盛夫委員、お願いし

 ます。

○當間盛夫委員　今、県内の農業産出額の半分は畜

産業になっている中で、この畜産業界というのは、

農家を含めて飼料高騰、燃料高騰を含めて大変危機

 的状況にあると考えております。

その中で、この食肉センターも、豚、牛、ヤギ含

めた分での屠殺の業務を担っているんですが、もう

累計の屠殺の状況でもう２億も累計赤字をずっと抱

 えていると。

本島の分ではあるんですけれど、牛当たりも今１頭

２万円のものが、実際にはもう9000万円近くの牛の

処理費用で赤字を抱えているという状況で、２万円

を本来であれば１頭当たり６万円にしないと採算が

合わないんだというような指摘を考えると、この施

設の老朽化等々も含めて、この食肉センターの在り

方をどのように考えるのかということを質問させて

 もらいたいと思っています。

○新垣淑豊委員長　次に、項目、イマイユ市場の取

扱量について、こちらも當間盛夫委員、お願いしま

 す。

○當間盛夫委員　漁業、水産業の活性化というのは

もちろん大事なもので、我々沖縄も近海のマグロだ

とかというのはほぼほぼイマイユ市場に集約すると

いうのが本来の方針になっていたはずでしょうが、

 なかなか目標達成に達しておりません。

やっぱりその理由は、周辺整備もできていない。

この糸満漁港というのは、第三種漁港でもあります

ので、その糸満漁港を含めたイマイユ市場の扱い、

整備の在り方をどのように知事として考えるのかと

 いうことを質問したいと思います。

○新垣淑豊委員長　ありがとうございます。 

続きまして、食料自給率の向上と耕作放棄地解消

の対策について、こちらも當間委員、お願いします。 

○當間盛夫委員　この食料自給率に関しても、今現

在、30％台で食料自給率しか県内はなっていないと。 

令和13年度までに45％まで食料自給率は向上させ

ていかないといけないんですけれど、現実は就農者

も減り、耕作地も減りということを考えると、この

耕作放棄地対策というのはどのようにするのかとい

 うことを知事に質問したいと思っております。

○新垣淑豊委員長　５番、ゆがふ製糖の建て替えに

 ついては１と包括してやりたいと思います。

○當間盛夫委員　取り下げます。 

○新垣淑豊委員長　よろしくお願いします。 

では、６番、電気料金の在り方について、當間委

 員からお願いします。

○當間盛夫委員　電気料金、いろいろと質問をさせ

 てもらいました。

今月３月までは、国、県の支援があるんですが、

４月以降、全く国の支援、県の支援がまだ見えてこ

ないという中で、この電気料金、沖縄が一番高い電

気料金の中で、県民生活もそうなんですけれど、事

業者に稼ぐ力をという中で、やっぱり電気、水道の

高騰ということは、事業者にとっては経費的損失に

なっているというふうに思っていますので、この電

気料金を知事としてどのように考えるのかというこ

 とを質問させてください。

○新垣淑豊委員長　ワシントン事務所において県産

品の振興及び文化交流事業が、所管部局の事業とし

て当初から計画されていないことについて、こちら

 は座波委員、お願いします。

○座波一委員　令和７年の予算計上において、所管

部局による海外事業、あるいは文化交流、あるいは

 県産品の振興等々が盛り込まれていました。

それに関わる事業と、この令和６年までにおける

ワシントン事務所の設置の中で、そういう事業と連

携した取組がなかったことが確認されましたので、

今、話題となっている、このワシントン事務所の設

置理由、継続理由にその事業を入れることは整合性

がないのではないかということで、それを確認した
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 いということですね。

○新垣淑豊委員長　それでは、反対の御意見があり

ましたら、項目番号を述べてから御発言をお願いし

 ます。

○瀬長美佐雄委員　７番について、先ほどの質疑、

今年度に行われたワシントン事務所、ニューヨーク、

そこでの物産というか、県産品のＰＲ、北米の県人

 会との交流。

ここで誤認じゃないかなと思うのは、商工労働部

は当初からそういった事業がなかったというのは確

認できましたが、県人会との交流事業、文化観光ス

 ポーツ部は所管の事業として計画していました。

ところが火災に遭ってそれが中止になりましたと

いう関係からの触れ方でいうと当初事業なんですよ、

 文化観光スポーツ部の事業はある。

それに対して、ワシントン事務所の協力を仰いだ

という発言がありましたので、だから、その部分で

いうと、文化交流事業は事業もあって中止になった

ということの関係でいうと、少し表現が、事実関係

でいうとおかしくなるかなということが私、気にな

 ります。

　いわゆる商工労働部はなかったけれども、文化観

光スポーツ部は事業化して、それの協力を仰いだと

 いう、関係あるんです。

○座波一委員　文化観光スポーツ部の事業は、それ

はそれで認めますよね、認めるんですよ、あったと。 

しかし、これがワシントンの事業としてはなかっ

たということが分かったということ。要するに聞き

取りの中で、ワシントン事務所が必要、今の継続理

由としているワシントンのこの理由の中にそういっ

 たものはないということが。

○新垣淑豊委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、委員長より反対意見があったと

　　　　いうことで報告する旨説明があった。） 

○新垣淑豊委員長　再開します。 

 ほかに反対の御意見はございませんか。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

 見の表明を終結いたします。

次に、総括質疑の整理などについて、休憩中に御

 協議をお願いいたします。

 休憩いたします。

　　（休憩中に、委員長より、項目の整理と反対

　　　　意見の記載について確認し、意見の一致を

　　　　みた。） 

○新垣淑豊委員長　再開いたします。 

休憩中に御協議いたしました総括質疑につきまし

ては、予算特別委員会に報告することといたします。 

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

 ましたら、挙手の上、発言をお願いいたします。

　　　（「提案なし」と呼ぶ者あり）　 

○新垣淑豊委員長　提案なしと認めます。 

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

 結いたします。

 次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

 すが、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○新垣淑豊委員長　御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は３月13日木曜日正午まで

にタブレットに格納することにより、予算特別委員

 に配付することになっております。

また、予算特別委員の皆様は、３月14日金曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定になって

 おります。

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は３月19日水曜日午前10時から委員会を開き

 ます。

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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